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はじめに 
 

本市では、1993（平成 5）年に「新居浜市人権尊重都

市宣言」を行うほか、2007（平成 19）年には「新居浜

市人権尊重のまちづくり条例」を制定するなど、あらゆる

差別をなくし、市内に暮らすすべての人の人権が尊重され

る社会の実現に向けた取組を進めてまいりました。 

さらに、2009（平成 21）年には「あらゆる垣根をこ

えて、あたたかい心で交わり合うことのできる新居浜市」

を基本理念に掲げ、人権意識の向上や人権擁護にかかる施 

策を効果的かつ総合的に推進させるための指針として、「新居浜市人権施策基本方針

（初版）」を策定し、2014（平成 26）年、2021（令和 3）年と 2 度の改訂を行

い、さまざまな人権施策を推進してまいりました。 

また、国においても、2016（平成 28）年に施行された「人権に関する 3 つの法

律（障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法）」のほか、「Ｌ

ＧＢＴ理解増進法」「情報流通プラットホーム対処法」など、多様な人権問題に対する

法整備も進められてきました。 

しかしながら、生まれや性別などを理由とする差別、力や立場の弱い者への暴力な

ど、人権をめぐる問題が依然として存在するとともに、インターネットやＳＮＳを悪

用した誹謗中傷や新型コロナウイルス感染症に関連する人権侵害などの新たな課題も

顕在化し、人権問題はますます多様化、複雑化の傾向にあります。 

今回、これまでの取組を継承・発展させるとともに、人権を取り巻く社会情勢の変

化に伴う新たな課題にも適切に対応するために、2024（令和 6）年に実施した「人

権に関する意識調査（第 12 次）」の結果や「人権尊重のまちづくり審議会」での議論

を踏まえ、新居浜市人権施策基本方針の第三次改訂を行いました。この度の見直しに

あたり、多大なご尽力を賜りました新居浜市人権尊重のまちづくり審議会の皆様をは

じめ、ご協力いただきました皆様方に心より御礼申し上げます。 

今後におきましては、この基本方針（第三次改訂版）に基づき、偏見や差別のな

い、すべての人の人権が尊重され、共に支えあい、共に生きることができる「共生社

会の実現」をめざして、人権施策の充実強化に努めてまいりますので、一層のご理解

とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

2026（令和 8）年 3 月 

新居浜市長 古川 拓哉 
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新居浜市人権施策基本方針の概要 

 

Ⅰ．基本方針の必要性 

「新居浜市人権尊重のまちづくり条例」(平成 19 年条例第 12 号)に基づき、人権施策

を効果的、総合的に推進するために策定するものです。 

 

Ⅱ．基本方針の性格 

●平等の重要性と人権の普遍性を基盤として、人権教育・啓発や人権擁護を総合的に推進し

ます。 

●市民自らが人権尊重の担い手であるという認識を深めるとともに、市をはじめ、県や関係

諸団体などと協働し、人権意識の高揚や人権擁護の取組を進めていくための基本的な施策

の方向を示したものです。 

●市が推進するあらゆる行政分野において、人権尊重の理念を浸透させていくもので、他の

さまざまな計画や方針の策定に当たっては、この基本方針を尊重した施策を推進します。 

 

Ⅲ．基本理念（めざす社会） 

この基本方針は、子どもから高齢者まですべての人の人権、平等の重要性と人権の普遍性

を基盤とする「新居浜市人権尊重のまちづくり条例」の理念を踏まえ、めざす社会の実現に

向け、本市と市内に暮らすすべての市民・企業・事業者が連携・協働して人権に関する施策

をより一層、総合的に推進し、人権の世紀にふさわしい社会を築こうとするものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

めざす社会は、 

「あらゆる垣根をこえて、あたたかい心で交わり合うことのできる新居浜市」 

さまざまな文化、習慣、価値観等をもった人々が、それぞれの主体性を保ちなが

ら、あらゆる垣根をこえて、あたたかい心で交わり合い、来てよかった新居浜市、

住んでよかった新居浜市の実現をめざします。 
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Ⅳ．総合的な施策の推進 

１ 人権施策の推進方針 

（１）あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進 

学校、家庭、地域社会、職場、企業など市民参加型の効果的な啓発活動の推進 

（２）人権教育に取り組む指導者の育成 

    地域の中で主体的に人権教育を推進する指導者の育成や人権教育を効果的に推進す

るための専門的な指導者の育成 

 （３）人権相談体制の充実及び人権救済体制の早期確立 

    複雑・多様化するさまざまな人権侵害による被害者の救済を図るため、気軽に相談

できる窓口の周知と関係機関との連携体制の強化及び、人権侵害を受けた人、あるい

は人権侵害を受けている人への支援を目的とした人権救済制度の確立 

 

２ 人権問題に対する分野別施策 
 （１）部落差別 

 （２）子どもの人権 

 （３）高齢者の人権 

（４）障がいのある人の人権 

（５）女性の人権 

（６）外国人の人権 

（７）感染症に関連する偏見や差別 

（８）犯罪被害者及びその家族の人権 

（９）刑を終えて出所した人に対する偏見や差別 

（10）インターネット上の人権侵害 

（11）性的マイノリティに対する偏見や差別 

（12）北朝鮮当局による人権侵害問題 

（13）災害に起因する偏見や差別 

（14）ハラスメント 

（15）その他 

  

推進体制の充実 
●市に推進体制として「新居浜市人権尊重のまちづくり審議会」を設置し、人権施策を推進 

●国、県及び他市町との連携 

●市民、企業、関係団体などとの協働 
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新居浜市人権施策基本方針 

 

Ⅰ．基本方針の必要性 

憲法では、思想・表現の自由等の自由権、個人が同等に扱われる平等権、健康で文化的な

生活ができる生存権などの社会権、参政権などを基本的人権として保障しています。 

人権は、憲法によって与えられたものではなく、人類のこれまでにわたる多年の努力によ

って勝ちとってきた権利でもあります。 

新居浜市では、1993（平成 5）年に人権尊重都市宣言※を行って以降、あらゆる差別の解

消に向け積極的に取り組んでまいりました。 

2003（平成 15）年に人権擁護課を新設し、2007（平成 19）年には、「あらゆる垣根

をこえて、あたたかい心で交わり合うことのできる新居浜市」の実現に向け、今なお社会に

現存するさまざまな差別の解消を図ることを目的とした「新居浜市人権尊重のまちづくり条

例」を施行し、この条例に基づいて必要な人権施策を効果的かつ総合的に推進するため、

2009（平成 21）年 3 月に「新居浜市人権施策基本方針」を策定し、2014（平 26）年、

2021（令和 3）年と 2 回の改訂を行いました。 

2020（令和 2）年には、総合的な人権教育・啓発事業の強化を図るため、教育委員会事務

局に人権教育課を新設して、市民環境部人権擁護課の業務を併任する形で、人権意識の高揚

や人権擁護に関わる事業への取組を推進しております。 

国における大きな動きとして、2016（平成 28）年に、差別を解消するための三つの法律

が施行されました。「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消

法）、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」

（ヘイトスピーチ解消法）、「部落差別の解消の推進に関する法律」（部落差別解消推進法）

の三つの法律です。市民一人ひとりがこうした法律を正しく理解し、自分自身にかかわる身

近な問題としてとらえ、気付き、考え、行動することができる「人権を尊重する社会」の実現

をめざし、本市においても各種人権施策を推進しています。 

しかしながら部落差別をはじめ、子ども、高齢者、障がいのある人、女性等へのさまざま

な差別が、今なお存在しております。その要因としては、人々の中に見られる同質性や均一

性を重視しがちな性向や非合理な因習にこだわる意識、物の豊かさを追い求め心の豊かさを

軽視する社会的風潮、社会における人間関係の希薄化等があげられます。また、市民一人ひ

とりが、個々の人権課題を正しく理解し、物事を合理的に判断する心構えが不十分なことが、

差別につながっているという側面もあります。 

また、本市が、2024（令和 6）年に実施した人権に関する市民意識調査（以下「本市意識

調査」という。）においては、「自分の人権が侵害されたと思ったことがありますか」との質

問に対し、「ある」と答えた人の割合は 36.0％と、前回調査の約 1.5 倍という結果でした。



4 

このようなことから、より一層の人権教育・啓発の推進や、人権侵害を受けた場合に気軽に

相談できる体制の充実を図る必要があります。 

 

用語解説 

人権尊重都市宣言 

人権尊重のうえから大切なことは、お互いが助け合い、協力し合い、生きている喜びを分か

ち合うことです。そのために、一人ひとりが人権尊重の推進役であることを、日常生活を通し

て実践していく必要があるとのことから制定されました。宣言文は次のとおりです。 

人は、すべて生まれながらにして自由、平等であり、人として尊ばれ、人として生きる権利

を有しています。お互いに人権を守って、明るい社会を築くことが、市民すべての願いであり

ます。私たちは、基本的人権を尊重し、明るく住みよい、豊かな社会を実現するため、ここ

に、｢人権尊重都市｣を宣言します。 

 

 

Ⅱ．基本方針の性格 

この基本方針は、人権尊重のまちづくりのために、人権施策の基本となる事項を定め、市

と市民等が協働して、差別や偏見のない社会の実現をめざすことを目的として制定された「新

居浜市人権尊重のまちづくり条例」第８条の規定に基づき、「新居浜人権尊重のまちづくり審

議会」※の意見を聴いて策定するものです。 

また、市民自らが、人権尊重のまちづくりの担い手であるという認識のもとに、人権意識

の高揚や人権擁護にかかる取組を進めていくための基本的な施策の方向を示したものです。 

本市のさまざまな施策に関する計画や方針の策定に当たり、準拠すべき基本方針としての

性格を有するもので、市が推進するあらゆる行政分野における人権教育及び啓発にかかる基

本的な指針となるものです。 

 

用語解説 

新居浜市人権尊重のまちづくり審議会 

「新居浜市人権尊重のまちづくり条例」に基づき、本市の人権施策を効果的に推進するため

に必要な基本方針の策定や、そのために必要な調査、重要事項等の調査審議を行うため、この

審議会を設置しています。 

 

 

Ⅲ．基本理念（めざす社会） 

この基本方針は、「新居浜市人権尊重のまちづくり条例」の理念を踏まえ、めざす社会の実

現に向け、本市とすべての市民等が連携・協働して人権に関する施策をより一層、総合的に

推進し、人権の世紀にふさわしい社会を築こうとするものです。 

そして、さまざまな文化、習慣、価値観等をもった人々が、それぞれの主体性を保ちなが
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ら、つながり、また、あらゆる垣根をこえて、すべての人々が自ら積極的に考え、あたたかい

心で交わり合い、来てよかった新居浜市、住んでよかった新居浜市の実現をめざすことを基

本理念とします。 

 

 

Ⅳ．総合的な施策の推進 

１ 人権施策の推進方針 

（１）あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進 

   人権意識を高めていくためには、市民一人ひとりが、人権の意義や重要性を知識とし

て正しく身につけることができるような人権教育・啓発の推進が必要です。 

日常生活の中で人権への配慮が行動や態度に現れるよう、学校や家庭、地域社会、職場

などあらゆる場を通じて、子どもから高齢者までの各段階に応じ、長期的な展望に立っ

た、より実践的な教育や啓発を進めていきます。 

 

ア 学校教育における人権教育の推進 

    文部科学省が取りまとめた「人権教育の指導方法等の在り方について」※では、人権

教育の目標を、「児童生徒が発達段階に応じ、人権の意義・内容等について理解すると

ともに、『自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること』ができるようになり、

それが様々な場面等で具体的な態度や行動に現れるようにすること」としています。 

学校教育においては、児童生徒の発達段階に応じて人権尊重の意識を高め、人権問題

の解決に向けた態度や行動力を身につけることが大切です。人権教育では、単なる知

識の伝達にとどまらず、命の大切さや他人の痛みが理解できる心、お互いの違いを認

め合う心や豊かな人間性を培うことが必要です。 

そのためには、人権感覚を磨き、一人ひとりの実践力を高めることが重要であること

から、児童生徒の発達段階に応じた人権教育を推進するとともに、高齢者、障がいのあ

る人及び外国人との交流など学校におけるさまざまな体験学習の充実に努めます。 

 

用語解説 

人権教育の指導方法等の在り方について 

文部科学省が「人権教育・啓発に関する基本計画」（平成１４年３月閣議決定）に基づき、人

権尊重社会の実現に向けた学校における人権教育を推進するため、学習指導要領等を踏まえた

望ましい指導方法の在り方等について取りまとめたもので、平成２０年３月に「第三次とりま

とめ」が公表されています。 

 

イ 家庭、地域における人権教育・啓発の推進 

    家庭はあらゆる教育の出発点であり、家族とのふれあいを通じて他者への思いやり
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の心を身につけるなど、人権に関する基本的な学習の場として、また人格を形成する

場として、重要な役割を果たしています。 

しかしながら、近年、少子化や核家族化など家族形態の多様化が進み、家庭における

教育力が低下していることから、子どもや高齢者、障がいのある人に対する虐待、配偶

者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス（DV））※、デート DV※など、さま

ざまな人権問題が顕在化しています。 

このような問題に対し、本市では、子育てや家庭教育に悩む親への相談・情報提供等

の支援、在宅介護を行う家族への支援、DV に悩む女性への支援を行っていますが、家

庭の養育力や教育力の低下を補い強化していくためには、学校、地域社会、各種団体な

どが相互に連携を深めることが大切です。 

そこで、さまざまな機会をとらえて、子育てや高齢者介護に関する学習機会の確保や

情報提供を行うほか、固定的な役割分担意識にとらわれることなく、子育てや家事な

どを男女が協力して行えるような意識づくりを進め、家庭の教育力向上に努めます。 

また、地域社会は日常出会う人々を通して、善悪の判断や生活習慣などを身につける

重要な学習の場であり、お互いの人権を尊重する意識や相手を思いやる心を育む役割

があります。 

これまでは公民館等の社会教育施設における講座の開設などにより、人権について

の学習機会の提供やボランティア活動の推進など、さまざまな学習活動が進められて

きましたが、これからも家庭と学校及び地域社会が連携して、地域に暮らす人々が生

涯を通じて人権について学んでいけるよう、学習の場の提供や機会の充実に努めます。 

 

用語解説 

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） 

一般的には、配偶者や恋人・パートナーなど「親密な」関係にある者に対して振るわれる暴

力といった意味で使われています。殴る、蹴るといった｢身体的暴力｣だけでなく、話しかけて

も無視するといった「精神的暴力」、生活費を渡さないといった「経済的暴力」などさまざまな

暴力があります。またこれらが重なり合って起こることが少なくありません。 

 

デートＤＶ 

  恋人同士の間で関係が対等でなくなってしまい、どちらかがもう一方を支配しようとしたり

暴力をふるったりして、相手の心や体を傷つけることです。 

 

ウ 企業等における人権教育・啓発の推進 

企業等は、社会を構成する一員、｢企業市民｣であるという考え方から、その社会的責

任や社会貢献が重要視されており、国際化の進む中で外国人労働者の受入れがさらに

拡大していることから、外国人への人権に関する理解や対応が重要性を増しています。 

他にも、不公正な採用や男女間の待遇の違い、セクシャル・ハラスメント※、パワー・

ハラスメント※及び高齢者や障がいのある人の就業機会の確保など、企業等における人
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権問題は重要な課題となっており、働きやすい環境づくりに努めることが必要です。 

現在、本市には、34 の企業や事業者・各種団体等で組織している愛媛県人権教育協

議会新居浜支部組織・企業部会があります。この組織・企業部会は、企業等が互いに連

携しながら、職場研修の推進などを自主的かつ積極的に行い、一人ひとりの人権が尊

重され、明るい職場づくりと差別のない地域社会づくりに寄与することにより、社会

的責任を担っています。 

本市としても、愛媛県人権教育協議会新居浜支部と連携・協力しながら、人権に関す

る｢講座｣「企業セミナー」等への参加呼びかけや、各種啓発資料の配布等を行うこと

で、企業等における人権教育・啓発活動を支援していきます。 

 

用語解説 

セクシャル・ハラスメント 

一般的には、「性的嫌がらせ」を意味しています。相手の意に反した性的な性質の言動を行い、

仕事などを遂行する上で一定の不利益を与え、それを繰り返すことで就業環境などを著しく悪

化させることです。 

 

パワー・ハラスメント 

「権力や地位を利用した嫌がらせ」という意味で用いられる言葉であり、会社などで職権な

どの権力差（パワー）を背景にし、本来の業務の範疇を超えて継続的に、人格と尊厳を傷つけ

る言動を行い、就労者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与える行為です。 

 

エ 特定の職業に従事する人に対する人権教育・啓発の推進 

    人権尊重のまちづくりを推進していくためには、日頃から人権擁護に関わりの深い

特定の職業に従事する人に対して、人権教育・啓発に関する取組を強化することが重

要であることから、研修等における人権教育・啓発の充実に努めます。 

 

（ア）公務員 

     公務員は、全体の奉仕者として、憲法の基本理念である基本的人権の尊重を、そ

の業務を通じて実施することが求められています。特に市の行政に携わる職員は、

市民と直接接することが多く、さまざまな部署において、重要な人権課題に関わる

施策に携わっています。 

また、公権力の行使に当たる職員や個人情報を取り扱う職員も多いことなどから、

職員一人ひとりが人権問題の解決を自らの課題として受け止め、それぞれの職務に

おいて人権尊重の視点に立った対応ができるよう、職場研修など、あらゆる場を活用

した人権教育・啓発に努めます。 

教職員については、子どもたちの人格形成や人権意識を高めるうえで、その果たす

役割は重要であることから、教職員一人ひとりが豊かな人権感覚を身につけ、児童生

徒の発達段階に応じた人権教育を実践していく必要があります。 
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そのため、人権尊重の理念について十分理解し、自己啓発や指導力を高めるための

研修を通じて、人権教育観の確立と部落差別をはじめとするさまざまな人権課題の

解決の力量を高めていきます。 

     

（イ）福祉関係者 

     社会福祉施設職員や民生児童委員などの福祉関係者には、高齢者や障がいのある

人の生活相談や介護などさまざまな業務の中で施設入所者や利用者、その家族のプ

ライバシーに関する配慮と人権を尊重する姿勢や行動が求められています。 

これらの業務に携わる職員などに対して、関係諸機関と連絡を密にしながらそれ

ぞれの職場などにおける人権教育の充実に努めます。 

 

（２）人権教育に取り組む指導者の育成 

    市民が人権を日常生活の中に定着させていくためには、柔軟な発想の人権教育を展

開していくことが重要です。 

人権に配慮した行動がとれるよう人権意識を高めていくために、身近な学習の場に

おいて、さまざまな人との交流やふれあいを通じ、人権教育に広く参加できるよう環

境を整えるとともに、人権教育を効果的に推進するための指導者の育成に努めます。 

 

（３）人権相談体制の充実及び人権救済体制の早期確立 

    人権尊重のまちづくりを進めるために、人権相談体制の充実を図ります。特に人権

に関わるさまざまな相談についても的確に対応ができるよう、法務局等の関係機関と

連携を強化するなど、専門的な相談機関への紹介やその後のフォローアップにも取り

組みます。 

また、人権が侵害された場合における司法による救済や人権侵犯事件に対する法的

救済は、国において引き続き検討が行われていますが、人権救済制度の早期の確立が

大きな課題となっています。 

人権尊重のまちづくりを進めるためには、人権が侵害された場合の救済制度の構築

は不可欠であることから、早期の制度創設と適切な運用を国に要望していきます。 
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２ 人権問題に対する分野別施策 

（１）部落差別 

【現状と課題】 

日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別によって、国民の一部の人々が長い間、

経済的、社会的、文化的に低い状態を強いられてきました。部落差別は、これらの人々

が、今なお結婚を妨げられたり、就職で不公平に扱われたり、その他、日常生活の上でい

ろいろな差別を受けているという、わが国固有の重大な人権問題です。 

1965（昭和 40）年「同和対策審議会答申」※を受けて、政府が 1969（昭和 44）

年以降各種の特別対策を講じてきた結果、実態的差別については概ねその目的が達成で

きる状況となったことから、2002（平成 14）年 3 月末をもって特別対策は終了し、残

された課題については、一般対策により対応することになりました。 

また、国や地方公共団体をはじめとした人権教育･啓発の取組により、人々の観念や潜

在意識にかかわる心理的差別については、徐々に解消が進んでいますが、結婚問題を中

心として根深い差別意識が存在しており、インターネットの匿名性を悪用したＳＮＳ上

での差別的な書込みや、差別落書き、差別発言、えせ同和行為※等の事案も依然として発

生しています。 

本市においては、1993（平成 5）年に「人権尊重都市宣言」を行い、2007（平成 19）

年には、「あらゆる垣根をこえて、あたたかい心で交わり合うことのできる新居浜市」の

実現に向け、「新居浜市人権尊重のまちづくり条例」を施行し、あらゆる差別の解消に向

けて積極的に取り組んできました。 

国においても、2016（平成 28）年に「部落差別の解消の推進に関する法律」（部落

差別解消推進法）※が施行されました。この法律では、現在もなお部落差別が存在してい

ることが明記され、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況に変化が生じているこ

とを踏まえ、国や地方自治体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実や、教育及

び啓発を行うことを定めています。 

本市意識調査の結果によると、自分の子どもの結婚に部落差別問題が関わってきた場

合にどうするかという質問に対し、「子どもの意思を尊重する」という回答が 57.1％と

前回調査より 8.4 ポイント増加し、部落差別問題の解決策に関する質問では、「そっとし

ておく」という回答が 17.1％と前回調査より 5.9 ポイント減少する等、一定の成果は

見られるものの、身元調査防止のためのステッカーの認知度が減少する等の課題も見受

けられます。 

いまだ根強く存在する心理的差別の解消のために、これまでの同和教育や啓発活動に

よって積み上げられた成果とこれまでの手法への評価を踏まえつつ、他のさまざまな人

権課題との関連を考慮しながら、教育や啓発を中心として部落差別の解消を図る必要が

あります。 
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●「人権に関する市民意識調査（第１２次）２０２４年度実施」結果から 

１９ こどもの結婚問題について                                    

質問１９ あなたのお子さんが結婚しようとするときに部落差別問題が関わってきた場合、あなたはどうさ

れますか。次の中から１つお選びください。 

全体では、「①こどもの意思を尊重する」が 57.1%で最も高く、次いで「②親としてこだわりが
あるが、こどもの意志が強ければしかたがない」22.7%、「⑤わからない」15.0%と続く。前回調
査との比較では、「こどもの意思を尊重する」は、令和 6 年度では 57.1%と、令和元年度の 48.7%

から 8.4 ポイント大幅に増加しており、過半数を超えている。 

性別でみると、「①こどもの意思を尊重する」は、男性が 61.1%と、女性の 54.2%より 6.9 ポイ
ント高い。一方、「②親としてこだわりがあるが、こどもの意志が強ければしかたがない」は、女
性が 23.8%と。男性の 20.4％より 3.4 ポイント高い。 

年代別でみると、「①こどもの意思を尊重する」は、30 歳代が 78.8%で最も高く、年代が上が
るにつれて割合が低くなっている。一方、「②親としてこだわりがあるが、こどもの意志が強けれ
ばしかたがない」は、30 歳代が 6.1%で最も低く、年代が上がるにつれて割合が高くなっている。

「④どうしても結婚を認めない」は、40 歳代以下は 0%である。 
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ （n=406） 

①こどもの意思を尊重する 

②親としてこだわりがあるが、こどもの意志が強ければしかたがない 

③親せきや世間の手前があるので、結婚を認めない 
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⑥その他 

⑦無回答 



11 

●「人権に関する市民意識調査（第１２次）２０２４年度実施」結果から 

２１ 部落差別問題の解決策について                                    

質問２１ あなたは部落差別問題を解決するため、どのような施策や対応が効果的だと思いますか。最も

効果があると考えるものを、次の中から１つお選びください。 

全体では、「②学校教育・社会教育を通じて差別意識をなくし、人権を大切にする教育・啓発を
行う」が 36.9%で最も高く、次いで「④差別の現実に学ぶ機会を持つ」17.8%、「⑤部落差別問題
があることを口に出さないで、そっとしておく」17.1%と続く。前回調査との比較では、「④差別
の現実に学ぶ機会を持つ」は、令和 6 年度では 17.8%と、令和元年度の 6.6%から 11.2 ポイント
増加している。一方、「⑤部落差別問題があることを口に出さないで、そっとしておく」は、令和
6 年度では 17.1%と、令和元年度の 23.0%から 5.9 ポイント減少している。 

性別でみると、「①差別的な行為に対して、罰則をもうける」は、男性が 12.7%と、女性の 6.0%

より 6.7 ポイント高い。一方「④差別の現実に学ぶ機会を持つ」は、女性が 19.4%と、男性の 14.6%

より 4.8 ポイント高い。 

年代別でみると、「①差別的な行為に対して、罰則をもうける」は、年代が下がるにつれて割合
が高くなる傾向がみられる。「②学校教育・社会教育を通じて差別意識をなくし、人権を大切にす
る教育・啓発を行う」は年代が上がるにつれて割合が高くなる傾向がみられる。「⑤部落差別問題
があることを口に出さないで、そっとしておく」は 50 歳代及び 60 歳代で、全体より割合が高く

なっている。 
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ （n=415） 

①差別的な行為に対して、罰則をもうける 

②学校教育・社会教育を通じて差別意識を 

なくし、人権を大切にする教育・啓発を行う 

③行政だけでなく、民間の団体や企業なども 

課題の解決に取り組む 

④差別の現実に学ぶ機会を持つ 

⑤部落差別問題があることを口に出さないで、 

そっとしておく 

⑥その他 

⑦無回答 
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施策の基本方向 

（ア）部落差別の解消に向けた人権教育・啓発の推進 

学校、家庭、地域社会が連携して教育上の総合的な取組を推進するため、講演会、研

修会等の開催、関係団体との連携により、効果的な取組を推進します。併せて、指導者

の確保と育成に努めます。 

（イ）活動拠点施設への支援 

隣保館、教育集会所、公民館などが、部落差別の解消に向けた活動の拠点施設とし

て、人権教育・啓発活動の推進や福祉の向上並びに地域住民の交流活動が促進される

よう支援します。 

（ウ）差別事象への適切な対応 

差別事象の未然防止に努めるとともに、差別事象が発生した場合には、関係機関とも

連携しながら速やかに適切な対応を行います。 

（エ）差別意識の解消に向けた啓発活動の推進 

日常生活の場で差別することの誤りに気づき考えて行動することができるよう、身

近な事例等を取り上げるなどして工夫しながら、部落差別を生み出している社会的認

識を変革できるような啓発活動を推進します。 

 

用語解説 

同和対策審議会答申 

１９６０（昭和３５）年に総理府の附属機関として設置された同和対策審議会が、内閣総理

大臣から受けた「同和地区に関する社会的及び経済的諸問題を解決するための基本方策」につ

いての諮問に対し、１９６５（昭和４０）年８月１１日に提出したものです。 

この答申は、日本の同和対策史上画期的な意義を持つものであり、同和問題の解決を基本的

人権にかかわる民主主義の課題としてとらえ、そのための同和行政は「基本的には国の責任」

であることを明らかにし、部落差別を意識や観念の問題としてのみとらえる考えを排して「同

和地区住民の生活実態に具現されている差別」＝「実態的差別」を認めています。また、問題

解決のためには総合的な対策が必要であるとし、その内容についても具体的に言及し、「特別措

置法」の必要性を提言するなど、多くの点で評価すべき重要な積極的内容をもっています。答

申が出されたことによって、同和行政は、それ以前に比べると著しく前進し、部落差別の解消

に大きな役割を果たしてきました。 

  

 えせ同和行為 

  部落差別を口実にして企業や官公署等に不当な利益や義務のないことを求める行為のことで

あり、部落差別の解消を阻む要因となっています。 

 

部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法） 

部落差別の解消を推進するための法律であり、現在もなお部落差別が存在することを明記し

ており、情報化の進展に伴い差別に関する状況に変化が生じていることを踏まえたうえで、全

ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、「部落差別は許されな

いもの」という認識の下に、差別のない社会の実現をめざす法律です。 



13 

（２）子どもの人権 

【現状と課題】 

   国連は、1959（昭和 34）年の総会で｢児童の権利に関する宣言｣を採択、1979（昭

和 54）年を｢国際児童年｣とし、宣言の履行を加盟国に要請しました。また、1989（平

成元）年には「児童の権利に関する条約」※を採択し、子どもの尊厳、生存、保護及び発

達や自由を保障するよう、保護者をはじめ社会全体で取り組むよう呼びかけています。 

子どもも大人と同様に基本的人権を保障されています。さらに、大人以上に人権を侵

害されやすい子どもは、社会的に保護され、守られなければならない存在です。 

しかし、子どもを取り巻く環境は、いじめ、体罰、虐待、ヤングケアラー※、不登校に

よる教育を受ける権利等の侵害などに見られるように深刻な状況にあります。家庭や地

域での子どもたちを健全に育む機能が著しく損なわれる中、インターネット上の有害な

情報に携帯電話からアクセスでき、時には事件に巻き込まれた子どもたちのかけがえの

ない命が奪われ、また、脅かされている状況は、極めて深刻です。 

本市意識調査の結果によると、子どもの人権問題について特に問題となっていると思

うものとして「いじめ」と「虐待」が上位となっており、その他の回答の倍以上の数値と

なっていることからも、このような状況が伺えます。 

いじめの原因や背景については、核家族化、少子化から生じる子どもの対人関係の経

験不足、地域社会の正義感や連帯感の希薄化、ともすれば他人の誤った行動に対しても

傍観者的態度をとりがちな傾向の増加等が指摘されています。その根底には、他人に対

する思いやりやいたわりといった人権意識の立ち後れがあると考えられ、この問題を解

決するためには教育機関はもとより社会全体の意識の改革が必要であるといわれていま

す。 

このことから、改めていじめが定義され、いじめの防止等のための対策を総合的かつ

効果的に推進することを目的とする「いじめ防止対策推進法」が 2013（平成 25）年に

施行され、本市においても「新居浜市いじめ防止基本方針」を策定し、未然防止と早期発

見に取り組んでいます。 

児童虐待に関しては、2000（平成 12）年に「児童虐待の防止等に関する法律」が施

行されましたが、重大な児童虐待事件が後を絶たず、児童相談所における虐待に関する

相談件数も増加の一途をたどるなど、事態の深刻化を受け、「親権者の体罰の禁止」や「児

童相談所による立入り調査の強化」等を追加する改正を行い、制度的な充実を図ってき

ました。 

児童虐待は、主として家庭内で起こり、しかも親子の絆と愛憎が絡むものであるとこ

ろから潜在化し、その対応も難しいものがありますが、いじめと並んで子どもに対する

重大な人権侵害です。また、不登校も、子どもの教育を受ける権利の保障という面で、人

権課題として位置付けられます。 

そのほか、最近では、国内外での児童買春や性的虐待、インターネット上における児童



14 

ポルノの氾濫など、児童の商業的性的搾取の問題が深刻になっており、1999（平成 11）

年に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」（児童

ポルノ禁止法）が施行、2004（平成 16）年に一部改正され社会の関心も高まっていま

す。 

日本は 1994（平成 6）年に「児童の権利に関する条約」に批准しましたが、子ども

の権利の保障を包括的に反映した法律がなく、関連する政策も各省庁が行っていたため、

支援が行き届かない部分がありました。この課題を解消するため、2023（令和 5）年に

「こども基本法」※が施行され、併せてこども家庭庁が発足しました。こども基本法では、

こどもの権利の擁護が図られ、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、

施策の基本理念や基本となる事項を定め、推進会議等によるこども施策の総合的な推進

をめざしています。 

本市においては、2015（平成 27）年 3 月に「子どもがまんなか 家庭と地域を笑顔

でつなぎ みんなが育つあかがねのまち」を基本理念とした、「新居浜市子ども・子育て

支援事業計画（第一期計画）」を策定し、2020（令和 2）年には第二期計画を策定して、

幼児期における多様な教育・保育・子育て支援体制の整備・充実、家庭における子育て力

の向上、仕事と子育ての両立支援、子育てを通じた地域の活性化などを推進してきまし

た。 

第二期計画の期間の満了に伴い、第二期計画の点検、評価やニーズ調査により、継続的

課題や新たな課題を確認し、これらの多様な課題に対応し、安心して子育てができる環

境づくりを引き続き推進するため、第三期子ども・子育て支援事業計画（令和 7 年度～

11 年度）を令和 7 年 3 月に策定いたしました。さらに、こども基本法の趣旨に基づき、

子ども・若者の成長と子育てを支援する取組を総合的かつ一体的に推進し、さらなる充

実を図るため、第三期子ども・子育て支援事業計画を内包した「新居浜こども計画」を令

和 8 年 3 月に策定いたしました。今後もこれらの計画に基づき、より一層子育て支援の

充実を図っていきます。 

また、いじめ対策としては、フリーダイヤルによる「こどもの人権 110 番」や愛媛県

教育委員会へ直接届く｢いじめ相談ダイヤル 24｣などが設置されているほか、市内全小中

学校におけるアンケート調査等も実施しています。 

そのほか、子どもたちが安心して、自信を持って自由に生きていく権利を守るために、

各学校において、見守りボランティアが活動を展開するとともに、社会の中で起こりう

るいじめ、連れ去り、虐待等の教職員研修を実施し、子どもたちが自分自身で何をするの

か何ができるかを、さまざまな学習活動の中で学んでいます。 
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●「人権に関する市民意識調査（第１２次）２０２４年度実施」結果から 

１０ こどもの人権問題について                                    

質問１０ あなたは、こどもの人権問題について、特に問題となっているのはどのようなことだと思いますか。

次の中からお選びください。（３つまで） 

全体では、「いじめを受けること」が 74.2%で最も高く、次いで「虐待を受けること」72.5%、

「インターネットを利用した人権侵害を受けること」35.7%と続く。 

 

 

施策の基本方向 

（ア）子どもの人権を尊重する施策の推進 

子どもも一人の市民として人権を尊重し、児童の権利に関する条約の趣旨や内容を

周知するとともに、こども基本法の理念に基づく人権尊重の教育の施策の推進を図り、

お互いの人権を認め合う人間性豊かな子どもの育成に努めます。 

（イ）支援を必要とする子どもなどへの取組の推進 

要保護児童対策地域協議会等の充実を図り、支援を必要とする子どもや家庭に対し、

児童虐待予防・防止対策、ひとり親家庭への自立支援、障がい児施策の充実、外国人児

童・生徒に関する施策を推進します。 

 

用語解説 

児童の権利に関する条約（子どもの権利条約） 

「児童の権利に関する条約」ができたのは、１９８９年。アメリカ・ニューヨークにある国

74.2%

72.5%

35.7%

31.8%

31.5%

20.8%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80%

いじめを受けること 

虐待を受けること 

インターネットを利用した 
人権侵害を受けること 

児童買春・児童ポルノなどの 
対象となること 

ヤングケアラー 

体罰を受けること 

その他 

 

（n=403） 
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連本部で国連総会が開催され、世界ではじめて子どもの権利に関する条約ができました。わが

国は、１９９４年に「子どもの権利条約」を批准しています。子どもは心身が発達途上にある

ことから、特別に保護し、発達を支援する必要があることを基本に、｢生きる権利｣｢育つ権利｣

｢守られる権利｣｢参加する権利｣の４つの権利が定められています。 

 

 ヤングケアラー 

  本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを、日常的に行っている子どものこ

とです。ヤングケアラーは、本来なら享受できたはずの、勉強に励む時間、部活に打ち込む時

間、将来に思いを巡らせる時間、友人との他愛もない時間といった「子どもとしての時間」と

引換えに、家事や家族の世話をしています。 

 

こども基本法 

  「日本国憲法」及び「児童の権利に関する条約」の精神にのっとり、全てのこどもが、将来に

わたって幸福な生活を送ることができる社会の実現をめざし、こども政策を総合的に推進する

ことを目的としています。同法は、こども施策の基本理念のほか、こども大綱の策定やこども

等の意見の反映などについて定めています。 

 

 ※「子ども」という表現について 

引用元の法律名や組織名に基づくものについては「子ども」ではなく「こども」と記載して

います。 
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（３）高齢者の人権 

【現状と課題】 

わが国では、平均寿命の大幅な伸びや少子化などを背景として、社会の高齢化が急速

に進んでおり、2013（平成 25）年には 4 人に 1 人となり、2037（令和 19）年には

3 人に 1 人が高齢者という超高齢社会の到来が予測されています。 

本市においても、高齢化率が 32.8％〔2024（令和 6）年 10 月現在〕と全国平均を

3.5 ポイント上回っており、国を上回る勢いで高齢化が進んでいます。今後は、一般世帯

に占めるひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の割合の増加が見込まれます。 

また、75 歳以上の後期高齢者人口の急増に合わせ、身体能力の低下や認知症の発症な

どに起因する、介護や援護を必要とする高齢者の増加が予想されます。 

このことから本市では、2003（平成 15）年に「元気プラン新居浜 21」（新居浜市健

康増進計画）、2025（令和 7）年には「第三次元気プラン新居浜 21」を策定し、「壮年

期死亡の減少」「健康寿命の延伸」「生活の質の向上」をめざして、市民を中心に健康づく

りを総合的かつ効果的に推進しています。 

また、2024（令和 6）年に新たな｢高齢者福祉計画 2024｣を策定し、これまで進め

てきた「地域包括ケアの推進」「地域共生社会の実現」のもとに、介護サービス基盤を整

備し、本市の実情に応じた地域包括ケアシステムの更なる深化・推進、介護人材の確保や

介護現場の生産性向上、高齢者の生きがいづくりの強化等を組み込んだ高齢者保健福祉

施策に取り組んでいます。 

認知症は、他の疾患と同じように早期に発見し、早期に治療することが重要です。とこ

ろが、実際には認知症を発症した多くの人は、初期段階で病気に気づかれないまま放置

されたため、症状が進行してしまうことがあります。また、記憶障がいを起こしたり、時

間や場所などの判断が困難になったりするため、ちょっとしたストレスや環境の変化に

より、行方不明になったり、攻撃的な言動を引き起こしたりすることもあります。そのこ

とが認知症についての偏見や無理解の一因になっていますが、顔馴染みの関係をつくり、

安心感を与える関わりができれば、その人らしい生活を取り戻せることが実証されてお

り、これらの偏見や誤った理解の解消に努める必要があります。 

また、近年では、高齢化に対応した豊かな社会の実現が求められている中、高齢である

ことを理由に就労の機会が確保されなかったり、退職、子どもの独立、配偶者との死別と

いった生活環境の変化から生きがいを見失い、その結果、社会参加や自己実現の機会が

十分に保障されないといった問題があります。 

そのほか、高齢者に対する介護者や事業者からの身体的及び心理的虐待、年金や預貯

金の搾取などの経済的虐待といった事案が大きな社会問題として表面化しているほか、

悪質商法や振り込め詐欺、デジタルデバイド問題等の新たな問題も発生しています。 

本市意識調査の結果によると、高齢者の人権問題について特に問題となっていると思

うものとして「病院や福祉施設等における虐待等」が 23.6％で前回調査より 15.5 ポイ
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ントと大幅に増加しており、高齢者虐待への関心が高まっていると考えられます。 

こうしたなか、国は 2006（平成 18）年に高齢者への虐待防止を目的として「高齢者

虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（高齢者虐待防止法）を施行

し、高齢者虐待の現場への市町村の立ち入り調査を認めるなど、行政の早期対応による

問題解決を促進しているほか、令和 6 年度からは全介護サービス事業者を対象として、

高齢者虐待防止措置が義務付けられました。 

このように、高齢者や高齢者介護を取り巻く環境が大きく変化する中、高齢者がこれ

まで培った知識と経験を生かして、社会参加する機会の確保や家庭や地域社会の中での

高齢者との日常的な交流の促進、介護サービスの質の向上や認知症介護に対する取組な

ど、高齢者の尊厳を支える地域づくりが求められています。 
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●「人権に関する市民意識調査（第１２次）２０２４年度実施」結果から 

１２ 高齢者の人権問題について                                    

質問１２ 高齢者の人権問題について、特に問題となっているのはどのようなことだと思いますか。次の中

からお選びください。（３つまで）  

全体では、「高齢者にとって暮らしやすい生活環境となっていないこと」が 48.6%で最も高く、

次いで「経済的な保障が十分ではないこと」45.9%、「十分な介護サービスが受けられないこと」

34.7%と続く。 

前回調査との比較では、「病院や福祉施設において劣悪な処遇や虐待を受けること」は、令和 6

年度では 23.6%と、令和元年度の 8.1%から 15.5 ポイント大幅に増加している。そのほか、「十分

な介護サービスが受けられないこと」も、令和 6 年度では 34.7%と、令和元年度の 28. 0%から 6.7

ポイント増加している。 
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（n=403） 
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施策の基本方向 

（ア）啓発の推進と関係機関等との連携強化 

高齢者に関わる各種の制度やサービスに関する市民の理解を深めるとともに、重度

の要介護状態や認知症、高齢者虐待などの課題を正しく理解できるよう啓発を推進し

ます。また、高齢者虐待等の早期発見、早期対応のための情報共有や、地域及び関係機

関等との連携強化を図ります。 

（イ）高齢者の権利擁護と自立支援 

高齢者に対する権利擁護についての啓発や暴力や介護放棄、経済的虐待への対応、総

合的な相談、支援体制の充実を図るなど、一人ひとりの高齢者が、それぞれの能力に応

じて健康で明るく自立した生活ができるよう、新居浜市高齢者福祉計画等に基づき、

高齢者の心身の状況や生活環境などに応じた多様なサービスの提供に努めます。また、

シルバー人材センターの活用等により高齢者の就業機会の確保を図るほか、新居浜市

消費者安全確保地域協議会の活用等により消費者被害の未然防止を図ります。 

（ウ）成年後見制度の活用 

成年後見人の受け皿不足解消と成年後見制度の普及啓発を図り、市長による成年後

見等開始の審判申立を行うとともに、申立に要する費用、成年後見人の報酬など、必要

な経費の助成等の支援を行います。 
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（４）障がい※のある人の人権 

【現状と課題】 

   障がいのある人を含むすべての人々にとって住みよい平等な社会づくりを進めていく

ためには、国や地方公共団体が各種施策を実施するだけではなく、社会を構成するすべ

ての人々が障がいのある人に対して十分な理解をし、配慮していくことが必要です。 

本市意識調査の結果によると、障がいのある人の人権問題について特に問題となって

いると思うものとして「就労が困難であったり、賃金などの労働条件により不利益を受

けること」、「経済的な保障が十分ではないこと」が、前回調査より大幅に増加しており、

所得が低水準であることに対する経済的不安が大きくなっていると考えられます。 

わが国では、障がいのある人の雇用促進をはじめとして、さまざまな取組が「ノーマラ

イゼーション」※を基本理念の一つとして、「完全参加と平等」※の目標の下に進められて

きています。 

そのような背景の中、障がいのある人の自立及び社会参加の支援等のための施策を総

合的かつ計画的に推進することを目的とした「障害者基本法」が、2011（平成 23）年

8 月に改正され、共生社会実現の追加等の目的規定の見直しや、発達障がいの追加等の

障害者の定義が見直され、制度や慣行における社会的な障壁を取り除くための配慮が定

められました。 

2016（平成 28）年 4 月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る法律」（障害者差別解消法）※では、障がいのある人から意思表示があったときに、負

担が重すぎない範囲で社会的障壁を取り除く「合理的配慮の提供」が行政機関に対して

義務付けられ、2024（令和 6）年 4 月からは事業者にも範囲が拡大されるなど、さま

ざまな法的整備が進められてきました。 

また、2023（令和 5）年 3 月には、「障害者基本計画（第五次）」が閣議決定され、令

和 5 年度からの 5 年間における障がい者福祉の在り方が示されました。この計画では、共

生社会の実現をはじめ、自らの意思決定に基づく社会活動への参加、自らの能力を最大限

発揮し自己実現できるための支援、社会的な障壁の除去を基本理念として掲げています。 

   本市では、2021（令和 3）年 3 月に「障害者基本法」に基づき、障がい者施策全般

に係る理念や基本方針、目標を定めた「第三期障がい者計画」を策定しています。また、

2024（令和 6）年 3 月には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律」（障害者総合支援法）※に基づき、障がい福祉サービス提供体制の確保等の方策

を示した「第七期障がい福祉計画」、「児童福祉法」に基づき、障がい児通所支援及び障

がい児相談支援の提供体制の確保等の方策を示した「第三期障がい児福祉計画」を策定

しています。 

これらの計画に基づき、基本理念である「障がいのある人もない人もお互いに人格と

個性を尊重し支え合う地域共生社会の実現」をめざして障がい者施策を計画的に推進し

ています。 
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●「人権に関する市民意識調査（第１２次）２０２４年度実施」結果から 

１１ 障がい者の人権問題について                                    

質問１１ あなたは、障がいのある人の人権問題について、特に問題となっているのはどのようなことだと

思いますか。次の中からお選びください。（３つまで）  

全体では、「就労が困難であったり、賃金などの労働条件により不利益を受けること」が 64.8%

で最も高く、次いで「障がいのある人にとって暮らしやすい生活環境となっていないこと」49.4%、

「経済的な保障が十分ではないこと」32.0%と続く。 

前回調査との比較では、「就労が困難であったり、賃金などの労働条件により不利益を受けるこ

と」は、令和 6 年度では 64.8%と、令和元年度の 57.3%から 7.5 ポイント増加している。一方、

「障がいのある人にとって暮らしやすい生活環境となっていないこと」は令和 6 年度では 49.4%

と、令和元年度の 59.2%から 9.8 ポイント減少している。 

 

64.8%

49.4%

32.0%

31.5%

18.4%

13.9%

13.2%

12.7%

8.2%

4.7%

4.5%

3.2%

1.7%

1.2%

57.3%

59.2%

25.6%

26.8%

11.1%

11.6%

7.3%

2.6%

5.5%

8.1%

3.8%

4.0%

0% 20% 40% 60% 80%

令和6年度 令和元年度

就労が困難であったり、賃金などの 
労働条件により不利益を受けること 

障がいのある人にとって暮らしやすい
生活環境となっていないこと 

経済的な保障が十分ではないこと 

職場、学校などで嫌がらせや 
いじめを受けること 

じろじろ見られたり、避けられること 

十分な障がい福祉サービスが 
受けられないこと 

差別的な言葉を言われること 

結婚問題で反対を受けること 

賃貸住宅への入居が困難であること 

悪質商法などによる被害を 
受けること 

病院や福祉施設の対応が悪いこと 

スポーツ活動や文化活動などへ 
気軽に参加できないこと 

特に問題はない 

その他 

 

（n=403） 
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施策の基本方向 

（ア）ノーマライゼーションの社会の実現に向けた啓発の推進 

ノーマライゼーションの理念に基づき、障がいのある人もない人も、お互いの人格と

個性を尊重し、支えあう社会を実現するための啓発の推進や、「障害者差別解消法」に

基づく「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」の周知・啓発、障がいの

ある子どもに対する教育の充実、障がいの状況やニーズに応じた保健、医療などの適

切な提供に努めます。 

また、障がいのある人を虐待から守り、尊厳を保持しながら安定した生活を送れるよ

うに支援するとともに、障がいのある人の完全参加と平等にとって大きな制約となっ

ている、見えざる社会的障壁としての差別の解消にむけて、ガイドライン等に沿って

施策を推進します。 

 （イ）障害福祉サービスの充実 

地域の中で障がいのある人が自立した生活を送り、社会のあらゆる分野に積極的に

参加していくためには、生活環境の整備を推進することが大切です。 

そこで、誰でも、何処でも、平等、公平の考え方のもと、「新居浜市みんなでつくる

福祉のまちづくり条例」に基づき、安全で快適に過ごせる福祉のまちづくりを進める

とともに、自立支援のために必要な施策の充実を図ります。  

（ウ）働く場の提供 

社会参加、経済的自立を促進するために、ハローワークや障がい者就業・生活支援セ

ンターと連携しながら、雇用の場の拡大、就労機会の提供、就労継続支援など、新居浜

市障がい福祉計画等に基づく総合的な施策を推進します。 

 

用語解説 

障がい 

「障害」は、戦前には一般的に「障礙」と表記されていましたが、昭和２２年に公布された

当用漢字では、「礙」、「碍」（礙の俗字）がなくなり「害」が代用されるようになりました。 

この「害」の表記は、障がいを持つこと自体が害悪である、また、障がいのある人が社会や

人に害悪を与えるなどのマイナスイメージから、新居浜市では、国で検討されている表記見直

しの結論が出るまでの間、「害」の表記は不適切と考えノーマライゼーションの理念を推進す

るうえからも「障害」を「障がい」と表記します（但し、法律名などに使用されている場合は漢

字）。 

 

ノーマライゼーション 

障がいのある人を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を

整えるべきで、共に生きる社会がノーマルな社会であるという考え方です。 

 

完全参加と平等 

障がいのある人もない人も、社会を構成する一員として社会、経済、労働、文化その他あら

ゆる分野の活動に参加する機会を平等に与えられるという考え方です。 
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法） 

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国、地方公共団体等及び民

間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置等について定めることにより、

全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合い

ながら共生する社会の実現につなげることを目的とした法律です。 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法） 

障がいのある人及び障がいのある子どもが、自立した日常生活又は社会生活を営むことがで

きるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障がいのある人及

び障がいのある子どもの福祉増進を図るとともに、障がいの有無にかかわらず国民が相互に人

格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とした法

律です。 
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（５）女性の人権 

【現状と課題】 

   男女平等の理念は、日本国憲法に明記されており、法制上も、「雇用の分野における男

女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」（男女雇用機会均等法）などによって男

女平等の原則が確立されています。 

また、わが国は、1985（昭和 60）年に女性差別撤廃条約を批准し、すべての人が互

いに人権を尊重しつつ、あらゆる場面で、それぞれの個性と能力を十分に発揮できる社

会をめざして、1999（平成 11）年に「男女共同参画社会基本法」※を施行し、2000

（平成 12）年には「男女共同参画基本計画」を、2020（令和 2）年には「第 5 次男女

共同参画基本計画」を策定しています。 

本市では、2000（平成 12）年に男女がさまざまな分野でその個性と能力を発揮し、

市民一人ひとりがともにいきいきと暮らすことのできる男女共同参画社会の実現をめざ

して「男女共同参画都市宣言」を行い、2001（平成 13）年に｢男女共同参画計画－と

もにいきいき新居浜プラン 21－｣を策定しました。 

2003（平成 15）年には、「新居浜市男女共同参画推進条例」を施行し、男女共同参

画社会の実現に向けて積極的に取り組んでいます。 

しかしながら、現実には今なお「男性は仕事、女性は家庭」といった男女の役割を固定

的にとらえる意識が依然として残っており、家庭や職場においてさまざまな男女間の格

差を生む原因となっています。 

本市意識調査の結果によると、女性の人権問題について特に問題となっていると思う

ものとして「育児・家事・介護などを押しつけられること」が最も高く、前回調査より大

幅に増加していることから、固定的性別役割分担意識や、アンコンシャス・バイアス（無

意識の思い込み）解消のための男女共同参画に向けた意識改革の促進が必要と考えてい

ます。 

また、働き方の制約や周囲の理解不足、制度の不備などにより、仕事と家庭（家事・育

児・介護）の両立が困難になり、女性の社会進出が進まない現状もあります。 

さらに、配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）。以下「ＤＶ」

という。）やセクシャル・ハラスメント、ストーカーなど、女性に対する暴力や性的嫌が

らせは重大な問題であり、若い世代の交際相手からの暴力（以下「デートＤＶ」という。）

も問題化しています。デートＤＶとＤＶは婚姻関係の有無の差があるだけで、暴力から

逃げ出せない被害の仕組みは同じであり、このような深刻な人権侵害の根絶に向けた取

組が求められています。 

本市では、ＤＶによる被害者の負担減と事務処理の迅速化を目的に、2013（平成 25）

年に「配偶者暴力相談支援センター」を設置し、相談・支援・自立までのサービス提供を

ワンストップで行うことにより、暴力防止に向けた啓発や被害者の支援に取り組んでい

ます。また、卒業前の高校生に「独り立ち＊サポートブック」を配布し、デートＤＶ防止
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についての周知啓発を行っています。 

最近では、「男女雇用機会均等法」や「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律」（育児・介護休業法）に加え「女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律」（女性活躍推進法）など法的な整備も進み、女性の雇用機会の拡大

や職場環境の整備、職業生活など女性に対する積極的な機会の提供などのさまざまな面

で見直しが進められ、2024（令和 6）年には、困難な課題を抱える女性への支援のため

の施策を推進し、女性が安心かつ自立して暮らせる社会の実現を目的として、「困難な問

題を抱える女性への支援に係る法律」（女性支援新法）が施行されました。 

これらの法的整備と同時に、職場・家庭・地域におけるワーク・ライフ・バランス（仕

事と生活の調和）※の推進により、自らのライフスタイルを見つめ直し、性別にとらわれ

ることなく多様な人生を選択できる社会の実現が必要です。 

そして、少子高齢化の進行や頻発する大規模災害など、家族形態や社会情勢の変化に

対して、男女が互いに尊重し、対等に意見を出し合える男女共同参画社会の実現が必要

となっています。 

このような状況のもと、2021（令和 3）年に「第三次新居浜市男女共同参画計画」を

策定し、国内の動向や社会情勢の変化に適切に対応しながら、さらなる男女共同参画社

会の実現に向けた取組を推進しています。 
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●「人権に関する市民意識調査（第１２次）２０２４年度実施」結果から 

１３ 女性の人権問題について                                    

質問１３ 女性の人権問題について、特に問題となっているのはどのようなことだと思いますか。次の中か

らお選びください。（３つまで）  

全体では、「育児・家事・介護などを押しつけられること」が 63.8%で最も高く、次いで「職場

における男女間の待遇の違いがあること（管理職への登用など）」46.9%、「『男は仕事、女は家庭』

といった固定観念があること」38.0%と続く。 

前回調査との比較では、「育児・家事・介護などを押しつけられること」は、令和 6 年度では

63.8%と、令和元年度の 50.0%から 13.8 ポイント大幅に増加している。そのほか、「職場における

男女間の待遇の違いがあること（管理職への登用など）」も、令和 6 年度では 46.9%と、令和元年

度の 36.0%から 10.9 ポイント増加している。 

 

 

施策の基本方向 

（ア）一人ひとりの人権を尊重する社会づくり 

身体的、性的、心理的暴力などあらゆる暴力の根絶に向けて取り組むとともに、被害

者支援の充実、関係機関との連携強化を図ります。 

男女共同参画推進週間や人権週間を主としたさまざまな機会を通じ、人権への配慮

63.8%

46.9%

38.0%

31.3%

24.1%

22.1%

6.9%

0.5%

50.0%

36.0%

36.5%

25.8%

17.1%

26.1%

11.4%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80%

令和６年度 令和元年度

育児・家事・介護などを押しつけられること 

職場における男女間の待遇の違いがあること 
（管理職への登用など） 

「男は仕事、女は家庭」といった固定観念が 
あること 

職場などにおいて性的嫌がらせを受けること 
（セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）） 

配偶者・恋人などから暴力を受けること 
（ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）） 

古い慣習などにより不利な待遇を受けること 
（女人禁制など） 

特に問題はない 

その他 

 

（n=403） 
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を欠いた表現についての見直しや男女平等の視点からの表現の啓発など、一人ひとり

の人権が尊重される社会の形成を推進します。 

（イ）男女共同参画の意識づくり 

男女共同参画の視点に立って、現行の社会制度や慣行の見直し、固定的性別役割分担

意識やアンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）の解消に努め、効果的で分かり

やすい広報啓発を行います。 

また、保育・教育現場や家庭・地域における男女共同参画に関する学習活動を推進し

ます。 

（ウ）一人ひとりの能力が発揮できるまちづくり 

   政策、方針決定過程への女性の参画を拡大するため、市の率先した取組はもちろん

のこと、企業や各種団体等に対して協力要請を行い、社会全体で男女共同参画の機運

の醸成を図ります。また、各分野で活躍する女性の支援に努めます。 

（エ）ともに働きやすい環境づくり 

   職場・家庭・地域におけるワーク・ライフ・バランスの推進を図るとともに、男女均

等な雇用環境の整備や職業生活における女性の活躍の推進など、ともに働きやすい環

境づくりに努めます。 

（オ）男女共同参画の家庭・地域づくり 

家庭、地域における男女共同参画を促進するため、地域活動・市民活動への参加促進

や地域活動を支える女性リーダーの育成、また男女共同参画の視点に立った地域防災

づくりへの取組を推進します。 

（カ）相談体制の充実と周知 

    ＤＶやセクシャル・ハラスメント等の暴力から女性の人権を守るため、配偶者暴力

相談支援センターや関係機関での相談体制の充実及び周知を行います。 

 

用語解説 

男女共同参画社会基本法 

  男女が社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる分野の活動に参画す

る機会が確保され、男女が等しく政治的、経済的、社会的及び文化的に享受することができ、

共に責任を担うべき社会の実現のための基本的な考え方と国や地方自治体と国民、それぞれの

役割と責任を定めた法律です。 

 

ワーク・ライフ・バランス 

「仕事と生活の調和」と訳され、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕

事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった

人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」のことを指します。 
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（６）外国人の人権 

【現状と課題】 

   今日、諸外国との人的及び物的交流の飛躍的な拡大や、少子高齢化に伴う労働力不足

を補うための外国人労働者の受入れ等により、国内に在留する外国人が急激に増加して

います。その人数は、2024（令和 6）年末時点ではおよそ 377 万人となっており、10

年前と比べると約 1.9 倍となっています。 

わが国においては在日韓国・朝鮮人の歴史的経緯などについての認識が十分とは言え

ず、偏見や差別意識が残っているほか、多数の外国人が日常生活や就職、教育、結婚など

で差別的な扱いを感じています。 

また近年は、特定の外国人に対するヘイトスピーチやインターネット上での差別的な

表現等が問題となっていることから、2016（平成 28）年に「本邦外出身者に対する不

当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」（ヘイトスピーチ解消法）※が

施行され、地方公共団体については、広報その他の啓発活動などの施策を講じるように

努めることとされています。 

本市は、1997（平成 9 年）年に中国山東省徳州市と友好交流都市関係を締結し、経

済文化面での交流を行っています。また、企業の外国人技能実習生の受入れも活発で、そ

の人数は近年特に増加しています。このように国際交流が行政と市民活動の両面におい

て定着してきています。 

本市在留外国人は、2025（令和 7）年 3 月末時点で、43 か国、1,792 人となり、

10 年前と比べると人数は約 2 倍となっています。国籍別では、ベトナムが最も多く、

続いてフィリピン、インドネシア、韓国、中国の順となっています。 

本市意識調査の結果によると、外国人の人権問題について特に問題となっていると思

うものとして「風習や習慣などの違いが受け入れられないこと」が最も高く、次いで「就

職・職場で不利な扱いを受けること」となっており、外国人労働者への差別を身近に感じ

ていると思われます。 

外国人に対する差別や偏見をなくすためには、外国人と日本人がお互いに文化の多様

性や習慣、価値観等の違いを認識したうえで、国籍や民族を問わずすべての人々が尊重

し合い、共生できる地域社会の実現に努めることが必要です。 

これらのことから、本市の国際化をより一層推進していくための指針として、「新居浜

市国際化基本指針」（2021（令和 3）年度から 2030（令和 12）年度までの 10 か年

計画）を策定して、行政と市民、市民活動団体、学校や地域、民間企業などが一緒になっ

て多文化の共生する新居浜市を目指しています。 
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●「人権に関する市民意識調査（第１２次）２０２４年度実施」結果から 

１６ 外国人の人権問題について                                    

質問１６ 外国人の人権問題について、特に問題となっているのはどのようなことだと思いますか。次の中

からお選びください。（３つまで） 

全体では、「風習や習慣などの違いが受け入れられないこと」が 62.8%で最も高く、次いで「就

職・職場で不利な扱いを受けること」52.4%、「差別的な言葉を言われること」25.6%と続く。 

 

  

62.8%
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21.1%

15.6%
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アパートなどへの入居を拒否されること 

交際や結婚を反対されること 

宿泊などの施設の利用や、店舗など 
への入店を拒否されること 

その他 

 

（n=403） 
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施策の基本方向 

（ア）差別意識解消のための啓発の推進 

 国際交流員の活動等を通じ、風習や習慣等の異文化への理解や在住外国人との相互

理解を促進するとともに、ヘイトスピーチを含む在住外国人への差別意識解消への取

組を推進するため、各種懇談会や講演活動を行います。 

 （イ）外国人が安心して生活できる地域社会づくりの推進 

    地域に住む外国人が、外国人であることを理由に、雇用や日常生活において不合理

な差別や不便を被ることがないよう、新居浜市国際交流協会を中心に各種団体や関係

機関との連携を図り、生活情報や相談体制の整備及び防災情報の提供を行うとともに、

日本語教室の継続的な開催や「やさしい日本語」の普及啓発等により、外国人が市民

の一人として安心して生活ができる環境づくりを推進します。 

また、国際交流員の活動等を通じ、外国人が地域社会に円滑に溶け込むことができる

よう市民との交流機会を拡大するとともに、各種行政施策に外国人の意見やニーズを

反映させるよう努めます。 

 

用語解説 

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（ヘイトスピーチ解

消法） 

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることから、その解消に向

けた取組について基本理念を定めて国及び地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、基

本施策を定めるため、これを推進しようとする法律です。 
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（７）感染症に関連する偏見や差別 

【現状と課題】 

ＨＩＶ※やハンセン病※などの感染症については、いまだ正しい知識や情報の普及が不

十分で、今日においても、こうした感染症等についての理解不足から生じる人権問題が

発生しています。特に、過去には伝染病とも遺伝病ともいわれ、「らい予防法」により強

制隔離政策も行われたハンセン病は、感染力が弱く、現在では仮に発病しても完全に治

る病気となっています。しかし、療養所への入所者は、長期にわたる隔離生活や高齢化に

より、社会復帰が困難な状況にあります。 

また、エイズ発症の原因であるＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）もハンセン病と同様に

感染力は非常に弱く、医学の進歩によって、正しい理解と適切な治療をすることで発症

を抑えることが可能となり、「死に至る病気」ではなくなりました。 

2020（令和 2）年に世界的に蔓延した新型コロナウイルス感染症については、未知の

感染症への不安や正しい知識の不足から、社会不安を増大させ、感染者、医療従事者だけ

でなく、その家族や近隣の人々、また学校や関係施設等においても不当な差別や誹謗中

傷、いじめなどの人権侵害が増大するという大きな問題を生みました。 

これまでも人権問題となっていたＨＩＶ感染者やハンセン病回復者に対する差別や偏

見についても、いまだ正しい知識や情報の普及が不十分で、さまざまな感染症等につい

ての理解不足から生じる人権問題が存在しています。また、新型コロナウイルス感染症

のような新しい感染症が今後発生した場合にも、正しい知識に基づく適切な対応により、

差別や偏見を生じさせないことが必要です。 

 

施策の基本方向 

（ア）感染者・回復者の名誉回復と偏見・差別解消のための教育・啓発の推進 

さまざまな感染症に対する偏見や差別意識を解消するとともに、患者や回復者及び

その家族の名誉を回復するため、さまざまな広報媒体を活用して正しい知識を習得す

ることができるよう、教育・啓発を行います。 

 （イ）相談・支援体制の周知 

    感染症に対する不安や悩みを解消するため、保健所、医療機関等関係機関との連携

を図るとともに、相談窓口等の周知を行います。 

（ウ）感染症回復者との交流促進 

感染症の回復者がおかれている状況を正しく理解することができるように、回復者

との交流する場等を持つことで、社会全体で回復者を支えるとともに回復者の気持ち

に寄り添った啓発活動を行います。 

 

用語解説 

ＨＩＶ 
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ヒト免疫不全ウイルス（Human Immunodeficiency Virus）の略で、１９８３（昭和５８）年

に発見されました。ＨＩＶは感染力の弱いウイルスであり、ＨＩＶ感染者の唾液や汗、尿を介

しては感染しませんが、血液、精液、膣分泌液、母乳が体内に侵入することにより感染します。

ＨＩＶ感染による免疫力の低下は、緩慢に進行し、いわゆるエイズ（後天性免疫不全症候群：

ＡＩＤＳ）の発症までには１０年以上かかると言われています。近年、医学の進歩によりウイ

ルスの増殖を抑制するなどの治療法が確立されています。 

 

ハンセン病 

らい菌によって末しょう神経が侵される慢性感染症です。かつて「らい病」とよばれました。

感染力は極めて弱く、乳幼時期に患者と長期間接触するなどの特殊な場合でしか感染しません。

１９４３（昭和１８）年にアメリカでらい菌に有効な薬剤プロミンが発見されて以降、容易に

治る病気になりました。一方、顔や手足の変形といった症状や遺伝病であるとの誤解などから

激しい差別、偏見が生まれました。２０２５（令和７）年５月現在、全国１３の国立ハンセン

病療養所に約６４０人が入所していますが、すでに治癒しています。 
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（８）犯罪被害者及びその家族の人権 

【現状と課題】 

   犯罪被害者やその家族には、直接的な被害はもとより、それに付随する精神的負担や

経済的・時間的な負担、マスメディアによる過剰な取材や報道、プライバシー侵害、名

誉毀損、平穏な私生活の侵害などの二次的被害に苦しめられる問題があります。 

国は、犯罪被害者や、その家族の人権に対する配慮と保護を図るために、2005（平成

17）年 4 月に「犯罪被害者等基本法」※を施行し、同年 12 月に同法に基づく「犯罪被

害者等基本計画」を策定、第 2 次計画、第 3 次計画を経て、2021（令和 3）年 3 月に

「第 4 次犯罪被害者等基本計画」を策定しました。この計画は、被害者の尊厳・権利・

経済的安定・精神的回復を軸に、支援体制の強化と制度の関連省庁・自治体との連携推進

を重視しており、刑事手続への関与拡充や啓発活動の強化なども具体的施策に盛り込ま

れています。 

しかし、制度面での改革だけではなく、犯罪被害者やその家族に対する無責任な噂や

中傷、興味本位での報道などが生ずることのないよう、周囲の人々の理解と社会的な対

応も必要です。 

県内においては、2013（平成 25）年から県下 11 市が「公益社団法人被害者支援セ

ンターえひめ」に対し負担金を拠出し、犯罪被害者支援活動に対する支援を行っていま

す。 

 

施策の基本方向 

（ア）支援のための体制整備に関する取組 

被害者が直面するさまざまな困難に対応することができる、関係機関や民間団体等

の支援ネットワークに関する情報共有や連携強化の検討を進めるとともに、新居浜市

犯罪被害者等支援要綱等に基づき、被害者が持続的に支援を受けることができる体制

の構築をめざします。 

（イ）市民の理解を得るための取組 

被害者が置かれている状況や犯罪被害者支援の必要性について教育・啓発活動を推

進することで、社会全体で被害者を支え、犯罪が起きにくい地域づくりに向けた機運

の醸成に努めます。 

 

用語解説 

犯罪被害者等基本法 

犯罪被害者等（被害者及び家族又は遺族）のための施策に関し、基本理念を定め、国、地方

公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めること等によ

り、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、その権利利益の保護を図ること

を目的としています。 
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（９）刑を終えて出所した人に対する偏見や差別 

【現状と課題】 

   刑を終えて出所した人に対しては、まだまだ根強い偏見や差別意識があります。本人

の努力にもかかわらず、就職や入居に関しての差別や悪意のある噂、地域社会などの拒

否的な感情などから更生意欲がそがれてしまうことがあり、社会復帰をめざす人たちに

とって、現実は極めて厳しい状況にあります。また、本人以外の、家族や親族に関して

も、地域社会や職場、学校などで差別的な扱いを受けることがあるほか、マスコミによ

る過剰報道や、インターネット上で犯罪履歴が書き込まれ、拡散されたり残り続けたり

することで様々な差別的扱いを受けることもあります。 

国は 2016（平成 28）年 12 月、立ち直りを支える社会を実現するための「再犯の防

止等の推進に関する法律」（再犯防止推進法）を施行しており、県においても状況に応じ

た施策の策定・実施に向けて、2019（令和元）年に「愛媛県再犯防止推進計画」を策定

し、2024（令和 6）年の改訂を経て、出所した人の立ち直りを支援しています。 

刑を終えて出所した人が、真の社会復帰を実現し、社会の一員として円滑な生活を営

むには、本人の強い更生意欲とともに、家族、職場、地域社会など周囲の人々の理解と協

力が不可欠であることから、今後とも保護司※の更生保護活動や地域社会への啓発活動を

進める必要があります。 

 

施策の基本方向 

（ア）刑を終えて出所した人への支援体制構築 

刑を終えて出所した人が直面するさまざまな困難に対応することができるよう、関

係機関や民間団体等の支援ネットワークに関する情報を共有して、支援を受けること

ができる体制の構築をめざします。 

 （イ）市民の理解を得るための取組 

刑を終えて出所した人が置かれている状況や支援の必要性について教育・啓発活動

を行い、社会秩序の維持と、あたたかい地域づくりに向けた機運の醸成に努めます。 

 

用語解説 

保護司 

  犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。保護司は、民間人

としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性をいかし、保護観察官と協働して保護観

察に当たるほか、犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から社会復帰を果たしたとき、スム

ーズに社会生活を営めるよう、釈放後の住居や就業先などの帰住環境の調整や相談を行ってい

ます。このような保護司は、全国に約４万６，５００人います。 
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（１０）インターネット上の人権侵害 

【現状と課題】 

   インターネット上には、ホームページのような不特定多数の人々に向けた情報発信、

電子掲示板やＳＮＳ※を利用したネットニュースのような不特定多数の人々の間の受発

信がありますが、発信者に匿名性があり情報発信が技術的・心理的に容易にできること

から、他人を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現、有害情報、個人情報の掲載など、

人権に関わる問題が発生しています。 

本市意識調査の結果によると、インターネット上の人権問題について特に問題となっ

ていると思うものとして「他人を誹謗中傷する情報が掲載されること」が 82.4％と最も

高く、次いで「プライバシーに関する情報が掲載されること」が 56.8％、「犯罪を誘発

するようなサイトがあること」が 47.1％と続いています。 

また、パソコンやスマートフォン、携帯ゲーム機等の子どもへの急速な普及により、電

子メールや学校裏サイトなどのネットいじめが問題となっています。 

このような状況に対し、国では、憲法の保障する表現の自由に配慮しながらも、人権を

侵害する悪質な情報の掲載等に対処するため、プロバイダの責任や発信者の情報開示請

求を定めた「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関

する法律」（プロバイダ責任制限法）を施行して被害者救済を図ってきましたが、より深

刻化する状況を受け、同法を一部改正し、大規模プラットフォーム事業者※に削除対応の

迅速化や運用状況の透明化等を義務づける「特定電気通信による情報の流通によって発

生する権利侵害等への対処に関する法律」（情報流通プラットフォーム対処法）を施行し

ました。これらの法整備によりインターネット上の人権侵害への対策が進んでいますが、

本人が知らないところでＳＮＳでの誹謗中傷が行われるケースも多いことから、被害回

復のためには、早期に対応する必要があります。 

インターネットは、手軽で便利なメディアですが、使用方法を間違うと個人情報の流

出やプライバシーの侵害などが発生します。手軽で便利だからこそ使う側の私たち一人

ひとりの人権意識が大切になります。 

市民に向けて、利用者一人ひとりが人権を侵害するような情報をインターネット上に

掲載しないよう啓発を行うほか、学校教育の現場においても、情報化の進展がもたらす

影響、便利さの裏に潜む危険性や情報モラルについて理解を図る教育の推進が必要です。 
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●「人権に関する市民意識調査（第１２次）２０２４年度実施」結果から 

１４ インターネット上の人権問題について                                    

質問１４ あなたはインターネット上の人権問題について、特に問題となっているのはどのようなことだと思

いますか。次の中からお選びください。（３つまで） 

全体では、「他人を誹謗中傷する情報が掲載されること」が 82.4%で最も高く、次いで「プライ

バシーに関する情報が掲載されること」56.8%、「犯罪を誘発するようなサイトがあること（出会

い系など）」47.1%と続く。 

前回調査との比較では、「他人を誹謗中傷する情報が掲載されること」は、令和 6 年度では 82.4%

と、令和元年度の 67.1%から 15.3 ポイント大幅に増加している。そのほか、「ネット上において

いじめられること」は、令和 6 年度では 34.0%と、令和元年度の 56.2%から 22.2 ポイント大幅に

減少している。 
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27.3%
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他人を誹謗中傷する情報が 
掲載されること 

プライバシーに関する情報が 
掲載されること 

犯罪を誘発するようなサイトがあること 
（出会い系など） 

ネット上においていじめられること 

差別的な表現や、差別を助長する 
動画や写真などが掲載されること 

捜査の対象となっている未成年者の 
実名や写真などの情報が掲載されること 

特に問題はない 

その他 

 

（n=403） 
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施策の基本方向 

（ア）市民に対する啓発の推進 

インターネット等の利用に際しては、正確な情報を取捨選択して活用できる能力を

高め、情報発信に関するモラルの向上を図ることができるよう、安全・安心な利用方法

等について、広報や市のホームページ等を活用した啓発を行います。 

（イ）子どもたちへの啓発の推進 

学校等において情報モラル教育の充実を図るとともに、インターネット等の安全な

利用方法について、子どもたちや保護者等への普及・啓発を行います。 

（ウ）差別的書き込みへの対応 

インターネット上での差別的な書き込みがあった場合の削除方法等の対応方法につ

いて幅広く市民に周知するとともに、主要な電子掲示板等の監視にも取り組むほか、

法務局等の関係機関・団体等とも連携して被害者への支援を行います。 

 

用語解説 

ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス） 

ＳＮＳとは社会的ネットワークをインターネット上で構築するサービスのことであり、日本

でよく使われている代表的なサービスとして、LINE､X(旧 Twitter)､Instagram､Facebook､TikTok

などがあります。 

 

 大規模プラットフォーム事業者 

  情報流通プラットフォーム対処法において、対応の迅速化及び運用状況の透明化に係る措置

を義務づけられた一定規模以上等の大規模事業者です。具体的な基準は総務省令で定められて

います。 
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（１１）性的マイノリティに対する偏見や差別 

【現状と課題】 

一人ひとりの性的指向の違いにより、恋愛や性愛の対象が異性に向かう異性愛、同性

に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛等が存在します。また、自己の性別の認識を示

す概念である性自認もまた多様であり、単純に男女の二分類に分けることはできません。 

多様な性のあり方については少しずつ社会的に認識されてきていますが、性別が「男

性」と「女性」という固定的な考え方による性的マイノリティ（ＬＧＢＴＱ＋）に対する

偏見や差別は、根強く残存しています。 

民間企業が 2018（平成 30）年に全国の成人 6 万人を対象とした調査では、8.9％の

方が性的マイノリティであるという結果が出ていますが、十分な認識や理解が進んでい

ないため、当事者は性的指向※や性自認※を理由として病院での診察や入院患者への面会

の際に差別を受けたり、仕事を解雇される、賃貸住宅への入居を拒否される等の社会生

活上の様々な問題に苦しんでいます。 

本市意識調査の結果によると、性的マイノリティの人権問題について特に問題となっ

ていると思うものとして、「性的マイノリティへの理解や認識が足りないこと」が 56.8％

と最も高く、次いで「差別的な言葉を言われること」が 30.5％となっています。 

国においては、2004（平成 16）年に「「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関

する法律」（性同一性障害特例法）が施行され、一定の要件を満たす場合に、戸籍上の性

別を変更することが可能になりました。また、2023（令和 5）年には、性的指向及びジ

ェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする「性

的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法

律」（ＬＧＢＴ理解増進法）が施行されました。 

このように法整備が進んではいますが、国民の理解は必ずしも十分とは言えない状況

であり、性の多様性に関する人権問題については、当事者を理解し支援しようとする人

を増やしていくとともに、性的少数者だけでなく、異性愛者も含め、一人ひとりが持つ性

のあり方を認め合えるよう（ＳＯＧＩ）※、社会全体で取り組んでいく必要があります。 
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●「人権に関する市民意識調査（第１２次）２０２４年度実施」結果から 

１７ 性的マイノリティの人権問題について                                    

質問１７ ＬＧＢＴなどの性的マイノリティの人権問題について、特に問題となっているのはどのようなことだ

と思いますか。次の中からお選びください。（３つまで） 

全体では、「性的マイノリティへの理解や認識が足りないこと」が 56.8%で最も高く、次いで「差

別的な言葉を言われること」30.5%、「性的指向や性自認などについて、本人の了承なく他人に漏

らされること」28.0%と続く。 

 

56.8%
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16.9%

15.9%

11.9%
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ことによる不利益があること 

就職・職場で不利な扱いを受けること 

メディアが、からかいや偏見を助長 
するような情報を流すこと 

職場、学校などで嫌がらせやいじめを 
受けること 

じろじろ見られたり、避けられたり 
すること 

わからない 

アパートなどへの入居を拒否されること 

特に問題はない 

宿泊や店舗などの利用を拒否されること 

その他 

 

（n=403） 
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施策の基本方向 

（ア）市民の理解と協力を得るための取組 

性的指向や性自認について正しい知識を持ち、偏見や差別が解消されるよう、幅広く

教育・啓発活動を推進します。特に行政職員や教職員は性的マイノリティについて理

解を深めていく必要があり、職場においても研修を行うなどして、人権教育・啓発活動

における中心的な役割を担います。 

（イ）相談・支援体制の整備 

市の人権相談窓口においても、性的指向や性自認に悩んでいる方の相談に対応しま

す。また、市への申請書類で性別欄への記入に苦痛を感じている市民に配慮して、引き

続き、様式等の見直しを行います。 

（ウ）必要な施策についての検討 

当事者が日常感じている困難を軽減し、自分らしい生活を営むことができるよう、必

要な施策の検討を行います。また、パートナーシップ制度等の導入についても検討を

進めます。 

 

用語解説 

性的指向 

性的指向あるいは性指向は、いずれの性別を恋愛や性愛の対象とするか、またはしないかと

いう人間の根本的な性指向のことで、無意識に形成されます。 

 

性自認 

性自認とは、自分の性をどのように認識しているかということです。「心の性」といわれるこ

ともあり、「心の性」と「身体の性」が一致せず、自身の身体への違和感を持つ人たちもいます。 

 

 ＳＯＧＩ（ソジ） 

性的指向（Sexual Orientation）と性自認（Gender Identity）の頭文字を組み合わせた言葉

で、すべての人が持つ性の属性を表します。LGBT などの性的少数者だけでなく、異性愛者も含

め、一人ひとりが持つ性のあり方を指します。 
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（１２）北朝鮮当局による人権侵害問題 

【現状と課題】 

1970 年代から 80 年代にかけて、北朝鮮当局による日本人拉致が多発しました。 

2002（平成 14）年 9 月の日朝首脳会談において、北朝鮮は公式に日本人拉致を認

め、同年 10 月に 5 人の被害者が帰国しましたが、他の被害者については、今なおすべ

ての自由を奪われ、40 年以上経つ現在も救出を待っています。拉致は、人間の尊厳、人

権及び基本的自由の重大かつ明白な侵害であり、あってはならないことで、許されるも

のではありません。 

また、わが国の国家主権及び国民の生命と安全に関わる問題で、国の積極的な対応な

くしては拉致問題の解決はあり得ません。   

2006（平成 18）年に施行された「拉致問題その他北朝鮮による人権侵害問題への対

処に関する法律」により、毎年 12 月 10 日から 16 日までの 1 週間を「北朝鮮人権侵

害問題啓発週間」とすることとされています。 

 

施策の基本方向 

拉致問題への認識を深めるための啓発の推進 

北朝鮮当局による日本人の拉致は、わが国の主権及び人権に対する重大な侵害であ

り、国の責任において解決すべき問題ですが、国の取組を後押しするためには、問題の

解決を求める世論が必要です。 

この問題に関する市民の関心と認識を深めるため、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」

を中心として、国・県等の関係機関との連携を密にしながら、啓発活動を推進します。 
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（１３）災害に起因する偏見や差別 

【現状と課題】 

   2011（平成 23）年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では、地震と津波が東日本

の太平洋沿岸に壊滅的な被害を与え、多くの人命や財産が犠牲になったほか、福島第一

原子力発電所の事故に関連して、放射能汚染による風評に基づく偏見や被災者への差別

的発言、避難先でのいじめや差別等の人権問題が発生しました。さらに、2024（令和

6）年 1 月 1 日に発生した能登半島地震では、地震そのものの被害のほか、ＳＮＳ上で

災害に便乗した偽情報や誤情報が発信され、救助への影響や人権侵害が生じました。 

また、近年では、台風や局地的な集中豪雨による風水害、土砂災害の増加に伴い、被災

地域の住民が避難所に避難するケースも増えてきています。 

これらの災害の経験を通して、プライバシーの確保や女性、子ども、障がいのある人、

高齢者等への配慮等の、避難所における数々の人権問題が明らかになりました。南海ト

ラフ地震※が今後 30 年以内に発生する確率が 60～90％程度以上と発表されているこ

とも踏まえ、避難者の多様性に対応できる避難所運営に向けた取組や、災害時における

人権問題に関する関心や認識を深める啓発を行う等、災害時における人権に配慮する社

会づくりが必要です。 

 

施策の基本方向 

（ア）避難行動要支援者に配慮した避難所の運営 

    「新居浜市避難所運営マニュアル」に沿って、高齢者・障害者・妊産婦・乳幼児・外

国人などの避難行動要支援者や女性、性的マイノリティの人権に配慮した避難所開設・

運営ができるよう努めます。 

（イ）風評被害、人権侵害を防ぐための教育・啓発の推進 

    正確でない情報による誤解や偏見による風評被害、いじめ等の人権問題を未然に防

ぐため、被災地や被災状況についての正確な情報提供に努めるとともに、被災者への

人権侵害を防ぐ教育・啓発を推進します。 

 

用語解説 

南海トラフ地震 

駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源域として、概ね１００～１５０年間隔で

繰り返し発生してきた大規模地震です。 

科学的に想定される最大クラスの南海トラフ地震（南海トラフ巨大地震）が発生した場合、

静岡県から宮崎県にかけての一部では震度７となる可能性があるほか、関東地方から九州地方

にかけての太平洋沿岸の広い地域に１０mを超える大津波の襲来が想定されています。 
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（１４）ハラスメント 

【現状と課題】 

   ハラスメント（harassment）は、英語で「嫌がらせ」や「いじめ」を意味し、職場や

家庭などにおいて「関係性で優位にある人」が、その他の人に対して「精神的、肉体的に

苦痛を与える」行為とされ、ハラスメントを受けた人の人格や尊厳を傷つける深刻な人

権侵害です。 

職場内での優越的地位を利用して精神的・身体的苦痛を与えるパワー・ハラスメント

（パワハラ）、性的言動により相手に不快感を与えるセクシャル・ハラスメント（セクハ

ラ）、妊娠・出産・育児を理由に不利益な扱いを受けるマタニティ・ハラスメント（マタ

ハラ）、顧客等からの理不尽なクレームや暴言を受けるカスタマー・ハラスメント（カス

ハラ）、性的指向や性自認に関して差別的言動を受けるＳＯＧＩハラスメント等の様々な

ハラスメントがあり、近年急速に、多様化・深刻化の傾向が見られます。 

本市意識調査の結果によると「過去５年以前に受けた人権侵害」という質問では「ハラ

スメント」が 29.0％だったのに対し、過去５年間に限定した同じ質問では 42.3％と大

幅な増加が見られることから、事案そのものの増加のほか、ハラスメントの認識が広ま

ってきたことも一因と考えられます。 

国では、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に

関する法律」（労働施策総合推進法）の 2019（令和元）年の改正により、職場における

パワハラ防止措置の義務化、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に

関する法律」（男女雇用機会均等法）の 2007（平成 19）年の改正により、事業主によ

るセクハラ防止措置の義務化等の法整備を進めてきましたが、法律上の防止義務の対象

となっていないハラスメントを含め、全てのハラスメントをなくすためには、今後も更

なる法整備を進めていくことが課題となっています。 
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●「人権に関する市民意識調査（第１２次）２０２４年度実施」結果から 

６ 過去５年間における人権侵害の具体的内容について                                   

質問６ 【質問５】で「ある」と答えた人におたずねします。その時は、どのようなことにより人権が侵害され

たと思いましたか。次の中から該当するものをすべてお選びください。  

 「うわさ、かげぐち、悪口」が 63.4%で最も高く、次いで「ハラスメント」42.3%、「いじめ」

18.3%と続く。過去 5 年間と過去 5 年以前（質問４）とを比較すると、「うわさ、かげぐち、悪口」

「いじめ」とも減少している一方、「ハラスメント」は 13.3 ポイント増加しているのが特徴的で

ある。 

 

施策の基本方向 

（ア）ハラスメント防止のための啓発の推進 

    職場、家庭、地域等において、ハラスメントに対する正しい認識を普及するため、

継続的な啓発の推進に努めます。 

（イ）相談支援体制の充実 

    相談窓口に関する情報提供を行うとともに、県等の関係機関との連携による相談支

援体制の充実を図ります。 
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6.2%
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6.9%
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いじめ 

プライバシーの侵害 
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外見 

ドメスティック・バイオレンス 

SNS などのインターネット上 
での誹謗中傷 

虐待 

その他 

 

（n=71） 
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（１５）その他 

【現状と課題】 

これまでに取上げた以外にも、生活困窮者やホームレスの人々に対する差別や嫌がら

せ等の、様々な人権問題が発生しています。 

アイヌの人々については、2008（平成 20）年に「アイヌ民族を先住民族とすること

を求める決議」が衆参両院において全会一致で採択されましたが、無関心や誤った認識

による差別や偏見が解消されなかったため、2019（令和元）年に「アイヌの人々の誇り

が尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」（アイヌ施策推進法）が施

行され、アイヌであることを理由とした差別の禁止等について規定されました。 

ほかにも、個人の遺伝情報に基づき、雇用、保険、結婚、教育などの場面で不利益な扱

いにつながる差別や偏見を受けるゲノム差別等、社会情勢の変化に伴って、これからも

さまざまな人権課題が表面化してくることが考えられます。 

しかし、私たちの社会は実に多様な人々が共生し、ともに暮らしている社会です。私た

ち一人ひとりがともに社会を構成する一員として、あらゆる機会を通して人権意識の高

揚を図り、差別や偏見をなくしてあたたかい心で交わり合うことのできる施策の推進に

努めます。 

 

施策の基本方向 

（ア）教育・啓発の推進 

    あらゆる機会を通して人権意識の高揚を図るとともに、様々な人権問題に対して偏

見や差別をなくしていくための教育・啓発を推進します。 

（イ）関係機関との連携 

    様々な人権問題の解消をめざし、関係機関等と連携しながら、状況に応じた各種施

策を行います。 
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３ 推進体制 

（１）市の推進体制 

   市が行うすべての業務で人権に関わりのない業務はなく、職員一人ひとりが人権尊重

の視点に立ち、人権に配慮した行政を推進していくことが重要です。 

このため、本市では各職場に人権・同和教育主担者を配置するなど、職場研修等を充実

して職員の資質向上に努めています。 

人権尊重のまちづくりの推進にあたっては、人権施策の推進に関する重要事項を調査

審議する「新居浜市人権尊重のまちづくり審議会」の意見を踏まえて策定された、この人

権施策基本方針に基づき、総合的かつ効果的な施策の推進に努めます。 

（２）国、県及び他市町との連携 

   人権教育・啓発を効果的に推進していくためには、社会全体の取組が重要です。その

ためには、国、県、市町が役割に応じて連携しながら、協力体制を構築することが必要

です。 

特に、法務局や人権擁護委員などの国の機関や市町等で構成する人権啓発活動ネット

ワーク協議会との連携を強化して、効果的な人権教育・啓発活動を推進していきます。 

（３）市民、企業、関係団体などとの協働 

   人権意識の高揚や人権擁護の推進には、行政だけではなく、市民や企業、関係団体な

どの自主的、主体的な活動が不可欠です。本市はこれらの活動との連携を図り、情報の

提供を行うとともに、その活動を支援し、協働して人権が尊重されるまちづくりの推進

に努めます。 
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世界人権宣言 

1948(昭和 23)年 12 月 10 日 

第 3 回国際連合総会 採択 

 

前 文  

人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認する

ことは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、 

人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰

の自由が受け入れられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望とさ

れたので、 

人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするため

には、法の支配によって人権を保護することが肝要であるので、 

諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、 

国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに

男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活

水準の向上とを促進することを決意したので、 

加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を

達成することを誓約したので、 

これらの諸権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするために最も重要

であるので、 

よって、ここに、国際連合総会は、 

社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の

人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由と

の尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵

守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての

人民とすべての国とが達成すべき共通の規準として、この世界人権宣言を公布する。 

 

第１条 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等

である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神を持って行動しなけ

ればならない。   

第２条  

１ すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社

会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受ける

ことなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。  

２ さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地
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域であると、又は他の何らかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、

管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。  

第３条 すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。   

第４条 何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、い

かなる形においても禁止する。  

第５条 何人も拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取り扱い若しくは刑罰を受け

ることはない 

第６条 すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利

と有する。 

第７条 すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等

な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対して

も、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権

利を有する。 

第８条 すべての人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、

権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。 

第９条 何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。 

第１０条 すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるにあ

たって、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全な平等の

権利を有する。 

第１１条 

１ 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開

の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。  

２ 何人も、実行のときに国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為の

ために有罪とされることはない。また、犯罪が行われたときに適用される刑罰より重い刑

罰を科せられない。  

第１２条 何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、

又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻

撃に対して法の保護を受ける権利を有する。  

第１３条 

１ すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。  

２ すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。   

第１４条 

１ すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有

する。 

２ この権利は、もっぱら非政治的犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因と

する訴追の場合には、援用することはできない。 
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第１５条  

１ すべて人は、国籍を持つ権利を有する。  

２ 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されるこ

とはない。  

第１６条 

１ 成人の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、

かつ家庭を作る権利を有する。青年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平

等の権利を有する。  

２ 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。  

３ 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会的及び国の保護を受ける権利

を有する。   

第１７条 

１ すべて人は、単独で又は他のものと共同して財産を所有する権利を有する。 

２ 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。 

第１８条 すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗

教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、

行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。 

第１９条 すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受

けることなく自己の意見を持つ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否

とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。 

第２０条 

１ すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。 

２ 何人も、結社に属することを強制されない。 

第２１条 

１ すべての人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権

利を有する。 

２ すべて人は、自国において等しく公務につく権利を有する。 

３ 人民の意思は、統治の権力の基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真

正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるもので

なければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続きによって

行われなければならない。 

第２２条 すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努

力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格

の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有

する。 

第２３条 
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１ すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失

業に対する保護を受ける権利を有する。 

２ すべての人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受

ける権利を有する。 

３ 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する

公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を

受けることができる。 

４ すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利

を有する。 

第２４条 すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇

を持つ権利を有する。 

第２５条 

１ すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福

祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢そ

の他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。 

２ 母と子は、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると

否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。 

第２６条 

１ すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎の段階に

おいては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育

及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応

じ、すべての者に等しく開放されていなければならない。 

２ 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければ

ならない。教育は、すべての国又は人種若しくは宗教的団体相互間の理解、寛容及び友好

関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければなら

ない。 

３ 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。 

第２７条 

１ すべて人は、自由に社会の文化的生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその

恩恵とにあずかる権利を有する。 

２ すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的物質的利益

から保護される権利を有する。 

第２８条 すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際

的秩序に対する権利を有する。 

第２９条 

１ すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対
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して義務を負う。 

２ すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当たっては、他人の権利及び自由の正当

な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉

の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服す

る。 

３ これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使し

てはならない。 

第３０条 この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に

掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為

を行う権利を認めるものと解釈してはならない。 
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日本国憲法 

1947（昭和 22）年 5 月 3 日施行＜抜粋＞ 

 

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子

孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確

保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここ

に主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な

信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使

し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる

原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚する

のであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよ

うと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去し

ようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の

国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認す

る。 

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであ

つて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持

し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓

ふ。 

 

第３章 国民の権利及び義務 

〔国民たる要件〕 

第 10 条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 

〔基本的人権〕 

第 11 条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する

基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。  

〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕 

第 12 条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを

保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共

の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 

〔個人の尊重と公共の福祉〕  

第 13 条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の

権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必

要とする。  

〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕  
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第 14 条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地

により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 

２ 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 

３ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこ   

れを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。  

〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕  

第 15 条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 

２ すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 

３ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 

４ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関

し公的にも私的にも責任を問はれない。  

〔請願権〕  

第 16 条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正

その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいか

なる差別待遇も受けない。  

〔公務員の不法行為による損害の賠償〕  

第 17 条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところに

より、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。  

〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕  

第 18 条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、

その意に反する苦役に服させられない。  

〔思想及び良心の自由〕  

第 19 条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。  

〔信教の自由〕  

第 20 条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特

権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 

２ 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 

３ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。  

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕  

第 21 条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 

２ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。  

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕  

第 22 条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 

２ 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。  

〔学問の自由〕  

第 23 条 学問の自由は、これを保障する。  
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〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕  

第 24 条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本

として、相互の協力により、維持されなければならない。 

２ 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他 の

事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければ

ならない。  

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕  

第 25 条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 

２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進 に

努めなければならない。  

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕  

第 26 条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を

受ける権利を有する。 

２ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる

義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。  

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕  

第 27 条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 

２ 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 

３ 児童は、これを酷使してはならない。  

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕  

第 28 条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障

する。 

〔財産権〕  

第 29 条 財産権は、これを侵してはならない。 

２ 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 

３ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。  

〔納税の義務〕  

第 30 条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。  

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕  

第 31 条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又

はその他の刑罰を科せられない。  

〔裁判を受ける権利〕  

第 32 条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。  

〔逮捕の制約〕  

第 33 条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、

且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。  
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〔抑留及び拘禁の制約〕  

第 34 条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられ

なければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求

があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなけれ

ばならない。  

〔侵入、捜索及び押収の制約〕  

第 35 条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けること

のない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索す

る場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 

２ 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。  

〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕  

第 36 条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。  

〔刑事被告人の権利〕  

第 37 条  すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける

権利を有する。 

２ 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己

のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 

３ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告

人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 

 〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕  

第 38 条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 

２ 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白  

は、これを証拠とすることができない。 

３ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑

罰を科せられない。  

〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕  

第 39 条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑

事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。  

〔刑事補償〕  

第 40 条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるとこ

ろにより、国にその補償を求めることができる。  

第１０章 最高法規 

〔基本的人権の由来特質〕  

第 97 条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努

力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、

侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。  
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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

平成 12 年 12 月 6 日 法律第 147 号 

 

（目的） 

第 1 条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、

信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外

の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団

体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資す

ることを目的とする。 

（定義） 

第 2 条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵(かん)養を目的とする教育

活動をいい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国

民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）をいう。 

（基本理念） 

第 3 条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その

他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深

め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の

自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。 

（国の責務） 

第 4 条 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第 5 条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を

踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第 6 条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に

寄与するよう努めなければならない。 

（基本計画の策定） 

第 7 条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。 

（年次報告） 

第 8 条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策について

の報告を提出しなければならない。 

（財政上の措置） 

第 9 条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施
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策に係る事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。 

附 則 

（施行期日） 

第 1 条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第 8 条の規定は、この法律の施行の

日の属する年度の翌年度以後に講じる人権教育及び人権啓発に関する施策について適用す

る。 

（見直し） 

第 2 条 この法律は、この法律の施行の日から 3 年以内に、人権擁護施策推進法（平成 8 年

法律第 120 号）第 3 条第 2 項に基づく人権が侵害された場合における被害者の救済に関

する施策の充実に関する基本的事項についての人権擁護推進審議会の調査審議の結果をも

踏まえ、見直しを行うものとする。 
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新居浜市人権尊重のまちづくり条例 

平成 19 年 3 月 30 日 条例第 12 号 

 

人は、すべて生まれながらにして自由、平等であり、人として尊ばれ、人として生きる権

利を持っています。 

しかしながら、私たちの地域社会には、社会的身分、門地、人種、信条、学歴、性別などに

よる不当な差別が、今なお根強く残っています。また、あるときは、その差別によって尊い

人命をも失うという悲惨な事件を経験してきました。 

こうした苦い経験を踏まえ、日本国憲法・世界人権宣言を基本理念とし、1993 年に「人

権尊重都市宣言」を行いました。しかし、依然として、同和問題をはじめとし、子ども、高齢

者、障害者、女性、外国人などに対する多くの人権侵害が起こっています。 

こうしたことから、国際化、情報化、少子高齢化などの社会の急激な変化に対応しつつ、

将来にわたって不当な人権侵害を二度と繰り返さないことを固く誓い、差別をしない、させ

ない、許さない、「あらゆる垣根をこえて、あたたかい心で交わり合うことのできる新居浜市」

を実現することを決意し、ここに条例を制定します。 

（目的） 

第 1 条 この条例は、人権尊重のまちづくりのために、市の責務と市民及び企業・事業者（以

下「市民等」といいます。）の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定め、

市と市民等が協働して人権が尊重されるまちづくりの実現に寄与することを目的とします。 

（市の責務） 

第 2 条 市は、市が実施するすべての分野において、前条の目的を達成するために必要な施

策を積極的に推進します。 

（市民の役割） 

第 3 条 市民は、人権が尊重されるまちづくりの担い手であることを自ら認識し、家庭、学

校、地域等あらゆる場において、人権意識の向上と人権が尊重されるまちづくりの実現に

積極的に努めるものとします。 

（企業・事業者の役割） 

第 4 条 企業・事業者は、自らの経済的活動のなかに人権の視点の必要性を再認識して、事

業活動が地域に影響を及ぼすことに配慮し、人権意識の向上と人権が尊重されるまちづく

りの実現を図るため、あらゆる差別の解消、就職の機会均等と社会参加が保障される体制

づくり等に積極的に努めるものとします。 

（教育及び啓発活動の充実） 

第 5 条 市は、市民等の人権意識の普及と高揚を図るため、充実した人権教育を推進すると

ともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権尊重のまちづくりに努めるものと

します。 



61 

（「人権のつどい日」の設定） 

第 6 条 市民等に人権が尊重されるまちづくりの趣旨を周知し、人権について考え行動しよ

うと呼びかけ、人権意識を高めあう日として、毎月 11 日を「人権のつどい日」とします。 

（推進体制の充実） 

第 7 条 市は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連

携を強化し、推進体制の充実に努めます。 

（基本方針の策定） 

第 8 条 市は、この条例に基づく施策を効果的に推進し、人権侵害をなくすため、市民等と

ともに考え、総合的な推進に関する基本方針を策定します。 

2 基本方針を作成するに当たっては、あらかじめ第 10 条に規定する審議会の意見を聴く

ものとします。 

（調査の実施） 

第 9 条 市は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、必要に応じて調査を実施す

るものとします。 

（審議会） 

第 10 条 人権尊重のまちづくりを推進するため、新居浜市人権尊重のまちづくり審議会（以

下「審議会」といいます。）を置きます。 

2 審議会は、市長の諮問に応じ、基本方針に関して第 8 条第 2 項に規定する事項を処理す

るほか、人権施策の推進に関する重要事項を調査審議し、市長に意見を述べることができ

ます。 

3 前 2 項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めま

す。 

（委任） 

第 11 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定めます 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、公布の日から施行します。 

（新居浜市同和対策委員会条例の廃止） 

2 新居浜市同和対策委員会条例（昭和 36 年条例第 22 号）は、廃止します。 
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新居浜市人権尊重のまちづくり審議会規則 

平成 19 年 3 月 30 日 規則第 18 号 

 

（趣旨） 

第 1 条 この規則は、新居浜市人権尊重のまちづくり条例（平成 19 年条例第 12 号）第 10

条第 3 項の規定に基づき、新居浜市人権尊重のまちづくり審議会（以下「審議会」という。）

の組織及び運営に関し必要な事項を定めます。 

（組織） 

第 2 条 審議会は、委員 22 人以内をもって組織します。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命します。 

（1）市議会議員 

（2）市教育委員会の委員 

（3）関係団体の代表者 

（4）公募による市民 

（5）市職員 

3 市長は、特別な事項を調査し、審議するために必要があるときは、前 2 項の規定にかか

わらず、臨時に委員を委嘱し、又は任命することができます。 

（令２規則４１・一部改正） 

（任期） 

第３条 委員の任期は、２年とします。ただし、再任は妨げません。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。 

３ 前条第３項の規定により、臨時に委嘱し、又は任命した委員は、特別な事項の調査審議

が終了したときは、退任します。 

（役員） 

第４条 審議会に、会長及び副会長を置きます。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定めます。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理します。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理します。 

（会議） 

第５条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となります。 

２ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができません。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによります。 

（関係者の出席等） 

第 6 条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説
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明を聴き、又は関係者に対し資料の提出等を求めることができます。 

（庶務） 

第 7 条 審議会の庶務は、人権擁護担当課において処理します。 

（その他） 

第 8 条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定め

ます。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行します。 

附 則（令和 2 年 8 月 17 日規則第 41 号） 

この規則は、令和 2 年 9 月 3 日から施行する。 
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新居浜市人権尊重のまちづくり審議会委員名簿 

氏  名 所 属 等 備 考 

越 智 克 範 新居浜市議会議員  

片 平 恵 美 新居浜市議会議員  

本 田 郁 代 新居浜市教育委員会教育委員  

久 石  保 新居浜市連合自治会  

吉 武 禎 子 新居浜市老人クラブ連合会  

亀 井 夏 代 新居浜市ＰＴＡ連合会  

神 野  啓 新居浜市民生児童委員協議会  

神 野 恵 子 西条人権擁護委員協議会  

白 川 達 也 新居浜市社会福祉協議会 副会長 

宮 前  港 新居浜市女性連合協議会  

三 木 由紀子 新居浜市心身障害者（児）団体連合会  

石 倉 理恵子 新居浜地区保護司会  

原  寿 也 愛媛県人権対策協議会新居浜支部 会 長 

沼 田 博 之 愛媛県人権対策協議会新居浜支部  

鴻 上 基 志 愛媛県人権教育協議会新居浜支部  

原  直 人 瀬戸・寿連合自治会  

小 野 浩 二 瀬戸・寿連合自治会  

羽 田 雅 晴 大島宮西自治会  

篠 原 弌 嘉 公募委員  

青 木 隆 明 公募委員  

沢 田 友 子 市民環境部長  
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